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第１編  ～  第４編 （略）

第５編 保安林整備

第 1 章 保安林整備事業の定義及び目的

〔 解 説 〕

１  ～  ４ （略 ）

第１編  ～  第４編 （略）

第５編 保安林整備

第 1 章 保安林整備事業の定義及び目的

〔 解 説 〕

１  ～  ４ （略 ）
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図１－ １  保安 林 整備事 業 の工種  
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５  森 林 造成は 、裸地又 は それに 近 い林地 、機能が 著 しく低 下 してい る 森林及 び 放

置 し て お く と 機 能 が 著 し く 低 下 す る お そ れ の あ る 森 林 を 対 象 に 植 栽 又 は 天 然 更

新等に よ る森林 の 造成を 行 い、森林 の持つ 公 益的機 能 の維持 、強化を 図 るもの で

ある。  
 
６  保 育 は、治山 事業に よ って造 成 された 森 林又は 機 能の低 位 な保安 林 を対象 と し

て、下 刈 り、除 伐 、つる 切 り、本 数 調整伐 、受光伐 、枝落し 等 を行い 、樹木等 の

健全な 成 長を促 し 、森林 の 持つ公 益 的機能 の 維持、 強 化を図 る もので あ る。  
 
 

第２章  調   査  

 

第１節  総   説  

〔解説 〕  
１  ～  ３  （略 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

５  森 林 造 成 は 、 裸 地 ま た は そ れ に 近 い 林 地 、 機 能 が 著 し く 低 下 し て い る 森 林 及 び

放 置 し て お く と 機 能 が 著 し く 低 下 す る お そ れ の あ る 森 林 を 対 象 に 植 栽 又 は 天 然 更

新 等 を 行 い 、 森 林 の 造 成 を 行 い 、 森 林 の 持 つ 公 益 的 機 能 の 維 持 、 強 化 を 図 る も の

である 。  
 
６  保 育 は 、 治 山 事 業 に よ っ て 造 成 さ れ た 森 林 ま た は 機 能 の 低 位 な 保 安 林 を 対 象 と

し て 、 下 刈 り 、 除 伐 、 つ る 切 り 、 本 数 調 整 伐 、 受 光 伐 、 枝 落 し 等 を 行 い 、 樹 木 等

の健全 な 成長を 促 し、森 林 の持つ 公 益的機 能 の維持 、 強化を 図 るもの で ある。  
 
 

第２章  調   査  

 

第１節  総   説  

〔解説 〕  
１  ～  ３  （略 ）  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

治山技術基準（昭和 46 年 3 月 27 日付け 46 林野治第 648 号林野庁長官通知）解説の一部改訂新旧対照表 
  （下線部は改訂部分）    

改  訂  後 現    行 
 
 

 
 

 

 

4 

 
 

 
 

図２－ １  保安 林 整備事 業 の過程 と 調査の 位 置づけ  

図２－ １  保安 林 整備事 業 の過程 と 調査の 位 置づけ  
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１－１ ・  １－２  （略）  

 
第２節  地形調査  

２－１  総   説  

〔解説 〕  
１  地 形 調査は、事業対 象 地域の 山 系、水系 等の状 況 を把握 す ること と 、整備対 象

地の範 囲 や整備 方 法等を 決 定する 際 の参考 と するた め に行う も のであ る 。  
 
２  （ 略 ）  
 
２－２ 予備調査  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  調 査 の内容 及 び精度 は 、森林の 現況、整 備の目 標 等によ っ て異な る が、保安 林

整備事 業 におい て は、予 備 調査の 結 果をも と に事業 の 計画の 策 定を行 う ことも 少

なくな い ので、極 力それ に 対応で き る内容、精度と す ること が 良い。予 備調査 の

項目と 計 画、設計 への活 用 方法と の 関係は 概 ね次の よ うであ る 。調 査に おいて は 、

整備の 目 的や現 地 の状況 を 勘案し 、 適切な 項 目、細 目 を選択 す る。  
 

表２－ １  予備 調 査の項 目 と調査 の 観点、 計 画、設 計 への活 用  
調 査 項 目  細   目  調 査 の 観 点  計 画 、 設 計 へ の 活 用  
地 形 概 要  
 
 
 
 

山 系 、 水 系 等 の 位 置 的 関
係 、 傾 斜 、 標 高 、 斜 面 形
、 斜 面 規 模 、 斜 面 方 向  
 
 

流 域 形 状 の 把 握  
地 形 特 性 の 把 握  
整 備 上 注 意 を 要 す る 地 形
等 の 発 見  
 

整 備 対 象 地 の 設 定  
造 成 基 礎 工 等 の 必 要 性 の 判 断  
整 備 の 難 易 性 の 判 定  
植 栽 区 域 、 樹 種 の 選 定  
土 地 活 用 方 法 の 類 型 化  

 
３  （ 略 ）  
 
２－３ 現地調査  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  調 査 の項目 は 、概ね予 備調査 と 同様と す る。現地 調査に お いては、必要に 応 じ

てより 精 度の高 い 調査を 行 うとと も に微地 形 につい て 調査す る ものと す る。現 地

調査の 項 目と計 画 、設計 へ の活用 方 法との 関 係は概 ね 次のよ う である 。  
 

表２－ ２  （略 ）  

 
３  調 査 の方法 に ついて は 、第２ 編 第２章 第 ２節「 地 形調査 」 による も のとす る 。

また、 地 形測量 を 行う場 合 は第４ 章 第２節 「 測量」 に よるも の とする 。  

１－１ ・  １－２  （略）  

 
第２節  地形調査  

２－１  総   説  

〔解説 〕  
１  地 形 調 査 は 、 地 域 の 山 系 、 水 系 等 の 状 況 を 把 握 す る こ と と 、 整 備 対 象 地 の 範 囲

や整備 方 法等を 決 定する 際 の参考 と するた め に行う も のであ る 。  
 
２  （ 略 ）  
 
２－２ 予備調査  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  調 査 の 内 容 及 び 精 度 は 、 森 林 の 現 況 、 整 備 の 目 標 等 に よ っ て 異 な る が 、 保 安 林

整 備 事 業 に お い て は 、 予 備 調 査 の 結 果 を も と に 事 業 の 計 画 の 策 定 を 行 う こ と も 少

な く な い の で 、 極 力 そ れ に 対 応 で き る 内 容 、 精 度 と す る こ と が よ い 。 予 備 調 査 の

項目と 計 画、設 計 への活 用 方法と の 関係は 概 ね次の よ うであ る 。調査 に おいて は 、

整備の 目 的や現 地 の状況 を 勘案し 、 適切な 項 目、細 目 を選択 す る。  
 

表２－ １  予備 調 査の項 目 と調査 の 観点、 計 画、設 計 への活 用  
調 査 項 目  細   目  調 査 の 観 点  計 画 、 設 計 へ の 活 用  
地 形 概 要  
 
 
 
 

山 系 、 水 系 等 の 位 置 的 関
係 、 傾 斜 、 標 高 、 斜 面 形
、 斜 面 規 模 、 斜 面 方 向  
 
 

流 域 形 状 の 把 握  
地 形 特 性 の 把 握  
整 備 上 注 意 を 要 す る 地 形
等 の 発 見  
 

事 業 対 象 地 域 の 設 定  
造 成 基 礎 工 等 の 必 要 性 の 判 断  
施 工 の 難 易 性 の 判 定  
植 栽 区 域 、 樹 種 の 選 定  
土 地 活 用 方 法 の 類 型 化  

 
３  （ 略 ）  
 
２－３ 現地調査  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  調 査 の 項 目 は 、 概 ね 予 備 調 査 と 同 様 と す る 。 予 備 調 査 に お い て は 、 必 要 に 応 じ

て よ り 精 度 の 高 い 調 査 を 行 う と と も に 微 地 形 に つ い て 調 査 す る も の と す る 。 現 地

調査の 項 目と計 画 、設計 へ の活用 方 法との 関 係は概 ね 次のよ う である 。  
 

表２－ ２  （略 ）  

 
３  調 査 の 方 法 に つ い て は 、 第 ２ 編 第 ２ 章 第 ２ 節 に よ る も の と す る 。 ま た 、 地 形 測

量を行 う 場合は 本 編第４ 章 第２節 に よるも の とする 。  
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第３節  地質・土壌調査  

３－１  （略）  

 
３－２ 予備調査  

〔解説 〕  
１  地 質・土壌の 種類や 状 態を表 現 する方 法 は、観点 によっ て 様々で あ り、これ に

関する 調 査の方 法 、内 容、精度等 も 多様で あ る。この ことか ら 、調 査に 当たっ て

は、調査 結果の 使 用目的、対象面 積 や要求 さ れる精 度 を勘案 し て、適切 なもの を

選択す る 必要が あ る。予 備 調査の 項 目とし て は、概 ね 以下の も のがあ る 。  
 

表２－ ３  予備 調 査の項 目 と調査 の 観点、 計 画、設 計 への活 用  
調 査 項 目  細   目  調 査 の 観 点  計 画 、 設 計 へ の 活 用  
地 質 概 要  
 
 
 
 

地 質 分 類 、分 布 、風 化 状
況 、変 質 状 況 、破 砕 状 況  
 
 
 

荒 廃 原 因 と な る 地 質 要 件  
侵 食 や 破 壊 に 対 し て 注 意 を 要 す
る 地 質 の 確 認  
植 物 の 生 育 に 支 障 の あ る 地 質 及
び 性 質 の 確 認  

整 備 対 象 地 の 設 定  
侵 食 等 に 対 す る 対 策 の 検 討  
整 備 の 難 易 性 の 判 定  
 
 

土 壌 概 要  
 

土 壌 分 類 、分 布 、土 層 厚
、 物 理 的 、 化 学 的 性 質  

植 物 の 生 育 に 支 障 の あ る 土 壌 及
び 性 質 の 確 認  

植 栽 樹 種 の 選 定  
土 壌 改 良 の 検 討  

 
２  ・  ３  （略 ）  
 
３－３ 現地調査  

〔解説 〕  
１  保 安 林整備 事 業にお け る地質 調 査は、地 形、土質・土壌を 通じて 植 物の生 育 や

森林の 機 能の発 現 に間接 的 に関連 す る程度 で あるの で 、一般 に は予備 調 査の範 囲

で十分 な ことが 多 い。  
 
２  ～  ４  （略 ）   
 

表２－ ４  現地 調 査の項 目 と調査 の 観点、 計 画、設 計 への活 用  
調 査 項 目  細   目  調 査 の 観 点  計 画 、 設 計 へ の 活 用  

地 質 特 性  
 
 
 

予 備 調 査 に 準 ず る  
 
 
 

侵 食 や 破 壊 に 対 し て 注 意 を 要
す る 地 質 の 詳 細 の 確 認  
植 物 の 生 育 に 支 障 の あ る 地 質
及 び 性 質 の 詳 細 の 確 認  

整 備 対 象 地 の 設 定  
侵 食 等 に 対 す る 対 策 の 検 討  
整 備 の 難 易 性 の 判 定  
 

土 壌 断 面  
 

土 壌 型 、 堆 積 様 式 、
構 造 、土 性 等 の 区 分  

土 壌 の 特 性 の 確 認  
植 物 生 育 の 状 況 、可 能 性 の 把 握  

植 栽 樹 種 の 決 定  
植 物 の 生 育 予 測  

土 壌 の 物 理
的 性 質  
 

透 水 性 、保 水 性 、通
気 性  
 

理 水 機 能 の 把 握  
植 物 生 育 の 状 況 、可 能 性 の 把 握  
 

土 壌 改 善 対 策 の 検 討  
水 源 か ん 養 機 能 の 判 定  
植 栽 樹 種 の 決 定  

土 壌 の 化 学
的 性 質  

Ｐ Ｈ 、 養 分 量  
 

植 物 生 育 の 困 難 性 の 把 握  
 

土 壌 改 善 対 策 の 検 討  
植 栽 樹 種 の 決 定  

 
 
 

第３節  地質、土壌調査  

３－１  （略）  

 
３－２ 予備調査  

〔解説 〕  
１  地 質 、 土 壌 の 種 類 や 状 態 を 表 現 す る 方 法 は 、 観 点 に よ っ て 様 々 で あ り 、 こ れ に

関する 調 査の方 法 、内容 、精度等 も 多様で あ る。こ の ことか ら 、調査 に 当って は 、

調 査 結 果 の 使 用 目 的 、 対 象 面 積 や 要 求 さ れ る 精 度 を 勘 案 し て 、 適 切 な も の を 選 択

する必 要 がある 。 予備調 査 の項目 と しては 、 概ね以 下 のもの が ある。  
 

表２－ ３  予備 調 査の項 目 と調査 の 観点、 計 画、設 計 への活 用  
調 査 項 目  細   目  調 査 の 観 点  計 画 、 設 計 へ の 活 用  
地 質 概 要  
 
 
 
 

地 質 分 類 、分 布 、風 化 状
況 、変 質 状 況 、破 砕 状 況  
 
 
 

荒 廃 原 因 と な る 地 質 要 件  
侵 食 や 破 壊 に 対 し て 注 意 を 要 す
る 地 質 の 確 認  
植 物 の 生 育 に 支 障 の あ る 地 質 お
よ び 性 質 の 確 認  

事 業 対 象 地 域 の 選 定  
侵 食 等 に 対 す る 対 策 の 検 討  
整 備 の 難 易 性 の 判 定  
 
 

土 壌 概 要  
 

土 壌 分 類 、分 布 、土 層 厚
、 物 理 的 、 化 学 的 性 質  

植 物 の 生 育 に 支 障 の あ る 土 壌 お
よ び 性 質 の 確 認  

植 栽 樹 種 の 選 定  
土 壌 改 良 の 検 討  

 
２  ・  ３  （略 ）  
 
３－３ 現地調査  

〔解説 〕  
１  保 安 林 整 備 事 業 に お け る 地 質 調 査 は 、 地 形 、 土 質 、 土 壌 を 通 じ て 植 物 の 生 育 や

森 林 の 機 能 の 発 現 に 間 接 的 に 関 連 す る 程 度 で あ る の で 、 一 般 に は 予 備 調 査 の 範 囲

で十分 な ことが 多 い。  
 
２  ～  ４  （略 ）   
 

表２－ ４  現地 調 査の項 目 と調査 の 観点、 計 画、設 計 への活 用  
調 査 項 目  細   目  調 査 の 観 点  計 画 、 設 計 へ の 活 用  

地 質 特 性  
 
 
 

予 備 調 査 に 準 ず る  
 
 
 

侵 食 や 破 壊 に 対 し て 注 意 を 要
す る 地 質 の 詳 細 の 確 認  
植 物 の 生 育 に 支 障 の あ る 地 質
お よ び 性 質 の 詳 細 の 確 認  

事 業 対 象 地 域 の 検 討  
侵 食 等 に 対 す る 対 策 の 検 討  
整 備 の 難 易 性 の 判 定  
 

土 壌 断 面  
 

土 壌 型 、 堆 積 様 式 、
構 造 、土 性 等 の 区 分  

土 壌 の 特 性 の 確 認  
植 物 生 育 の 状 況 、可 能 性 の 把 握  

植 栽 樹 種 の 決 定  
植 物 の 生 育 予 測  

土 壌 の 物 理
的 性 質  
 

透 水 性 、保 水 性 、通
気 性  
 

理 水 機 能 の 把 握  
植 物 生 育 の 状 況 、可 能 性 の 把 握  
 

土 壌 改 善 対 策 の 検 討  
水 源 か ん 養 機 能 の 判 定  
植 栽 樹 種 の 決 定  

土 壌 の 化 学
的 性 質  

Ｐ Ｈ 、 養 分 量  
 

植 物 生 育 の 困 難 性 の 把 握  
 

土 壌 改 善 対 策 の 検 討  
植 栽 樹 種 の 決 定  

 
 
 



 

治山技術基準（昭和 46 年 3 月 27 日付け 46 林野治第 648 号林野庁長官通知）解説の一部改訂新旧対照表 
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第４節 気象調査  

４－１  総   説  

〔解説 〕  
 長期 的 な気象 つ まり気 候 条件は、個々の 植 物の種 類 や群落 の 分布域 を 制約す る 大

きな因 子 である の で、植 栽 樹種の 選 定に当 た って見 過 ごすこ と はでき な い。  
（以下 略 ）  
 
４－２ ・  ４－３  （略）  

 
第５節 林況・植生調査  

５－１  総   説  

〔解説 〕  
１  森 林 の状態 は 森林の 持 つ公益 的 機能に 大 きな関 係 があり、樹冠が 多 段で林 床 植

生が豊 か な森林 ほ ど、一 般 に水源 の かん養 機 能や災 害 防止又 は 軽減機 能 に優れ て

いる。保 安林整 備 事業は、優良な 状 態の森 林 の造成 と その機 能 の維持、強化に 向

けて実 施 するも の である の で、計画 、設計に 当たっ て は、森林 の現状 に ついて 適

確に把 握 するこ と が重要 で ある。  
 
２  （ 略 ）  
 
５－２ 予備調査  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  調 査 項目は、調査の 目 的や計 画 の種別、内容等 に 応じて 選 択する。予備調 査 に

おいて 調 査が必 要 な一般 的 項目に は 次のも の がある 。  
 

表２－ ７  予備 調 査の項 目 と調査 の 観点、 計 画、設 計 への活 用  
調 査 項 目  細   目  調 査 の 視 点  計 画 、 設 計 へ の 活 用  

森 林 、植 物 の
分 布  
 

林 種 (林 相 )分 布 、  
現 存 植 生 分 布  
 
 

林 種 (林 相 )の 把 握  
分 布 特 性 等 の 把 握  
貴 重 種 等 の 把 握  

整 備 対 象 地 の 設 定  
 
 

森 林 、植 物 の
構 成  
 

主 要 樹 種 、立 木 密 度 、樹
冠 密 度 、林 床 の 被 覆 状 況  
 

優 占 種 の 把 握  
林 分 構 成 の 把 握  
目 的 と す る 機 能 発 現 へ の 影 響  

整 備 対 象 地 の 設 定  
整 備 目 的 の 設 定  
工 種 の 選 定  

林 齢 、 蓄 積  
 

林 齢 、 蓄 積 、 形 状  
 

生 育 状 況 の 把 握  
目 的 と す る 機 能 発 現 へ の 影 響  

整 備 対 象 地 の 設 定  
工 種 の 選 定  

 
 調査 項 目の定 義 及び調 査 方法は 、 原則と し て次の と おりと す る。  

（１） 森 林面積 、 面積率  

   （ 略）  

第４節 気象調査  

４－１  総   説  

〔解説 〕  
 長 期 的 な 気 象 つ ま り ｢気 候 ｣条 件 は 、 個 々 の 植 物 の 種 類 や 群 落 の 分 布 域 を 制 約 す る

大きな 因 子であ る ので、 植 栽樹種 の 選定に 当 って見 過 ごすこ と はでき な い。  
（以下 略 ）  
 
４－２ ・  ４－３  （略）  
 
第５節 林況、植生調査  

５－１  総   説  

〔解説 〕  
１  森 林 の 状 態 は 森 林 の 持 つ 公 益 的 機 能 に 大 き な 関 係 が あ り 、 樹 冠 が 多 段 で 林 床 植

生 が 豊 か な 森 林 ほ ど 、 一 般 に 水 源 の か ん 養 機 能 や 災 害 防 止 又 は 軽 減 機 能 に 優 れ て

い る 。 保 安 林 整 備 事 業 は 、 優 良 な 状 態 の 森 林 の 造 成 と そ の 機 能 の 維 持 、 強 化 に 向

け て 実 施 す る も の で あ る の で 、 計 画 、 設 計 に 当 っ て は 、 森 林 の 現 状 に つ い て 適 確

に把握 す ること が 重要で あ る。  
 
２  （ 略 ）  
 
５－２ 予備調査  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  調 査 項 目 は 、 調 査 の 目 的 や 計 画 の 種 別 、 内 容 等 に 応 じ て 選 択 す る 。 予 備 調 査 に

おいて 調 査が必 要 な一般 的 項目に は 次のも の がある 。  
 

表２－ ７  予備 調 査の項 目 と調査 の 観点、 計 画、設 計 への活 用  
調 査 項 目  細   目  調 査 の 視 点  計 画 、 設 計 へ の 活 用  

森 林 、植 物 の
分 布  
 

林 相 (林 種 )分 布 、  
現 存 植 生 分 布  
 
 

林 相 (林 種 )の 把 握  
分 布 特 性 等 の 把 握  
貴 重 種 等 の 把 握  

事 業 対 象 地 域 の 設 定  
 
 

森 林 、植 物 の
構 成  
 

主 要 樹 種 、立 木 密 度 、樹
冠 密 度 、林 床 の 被 覆 状 況  
 

優 占 種 の 把 握  
林 分 構 成 の 把 握  
目 的 と す る 機 能 発 現 へ の 影 響  

事 業 対 象 地 域 の 設 定  
整 備 目 的 の 設 定  
工 種 の 選 定  

林 令 、 蓄 積  
 

林 令 、 蓄 積 、 形 状  
 

生 育 状 況 の 把 握  
目 的 と す る 機 能 発 現 へ の 影 響  

事 業 対 象 地 域 の 設 定  
工 種 の 選 定  

 
 調査 項 目の定 義 及び調 査 方法は 、 原則と し て次の と おりと す る。  
(１ ) 森 林面積 、 面積率  

 （略 ）  



 

治山技術基準（昭和 46 年 3 月 27 日付け 46 林野治第 648 号林野庁長官通知）解説の一部改訂新旧対照表 
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（２） 林 種 (林相 )とその 分 布状況  

    各林分 を 構成す る 主要樹 種 によっ て 、針葉 樹 林、広 葉 樹林、 混 交林及 び 竹

林に区 分 する。 さ らに林 齢 によっ て 、幼齢 林 、壮齢 林 、老齢 林 に分け る 。  

    これら の 因子を 組 み合わ せ て林種 (林相 )を 表現し、その分 布 域を図 面 に示

したも の が林相 図 である 。  

 

（３） 現 存植生 の 状況  

   （ 略）  

 

（４） 主 要樹種 、 齢級、 蓄 積、立 木 密度、 樹 冠疎密 度  

 森林 調 査簿に よ り調査 す るもの と する。  

 なお 、 樹冠疎 密 度は、 樹 冠投影 面 積の占 め る比率 で 表し、 5/10 以下を 疎、

6/10～ 8/10 を中、9/10 を密 として 区 分する 。これを 図 示した も のが樹 冠 疎密

度図で あ る。  

 

（５） 貴 重な群 落 、植物 種  

  （ 略 ）  

 
５－３ 現地調査  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 

表２－ ８  現地 調 査の項 目 と調査 の 観点、 計 画、設 計 への活 用  
調 査 項 目  細   目  調 査 の 観 点  計 画 、 設 計 へ の 活 用  

森 林 、 植 物
の 分 布  
 
 

林 種 (林 相 )分 布 、現 存 植 生 の
分 布 、植 物 個 体 の 分 布 、根 系
の 分 布  
 

林 種 (林 相 )、群 落 の 詳 細 把 握  
植 栽 可 能 植 物 の 把 握  
貴 重 な 植 生 の 個 体 の 把 握  
 

整 備 対 象 地 の 設 定  
植 栽 樹 種 の 決 定  
貴 重 種 等 の 保 全 対 策 の 決 定  
整 備 目 的 の 設 定  

森 林 、 植 物
の 構 成 、 照
度  
 

階 層 構 造 、階 層 ご と の 優 占 種
、出 現 種 、植 被 率 、被 度 、群
度 、 頻 度 、 密 度 、 相 対 照 度  
 

機 能 発 現 の 可 能 性 の 把 握  
植 物 の 生 育 障 害 要 因 の 発 見  
利 用 可 能 植 物 の 把 握  
階 層 の 形 成 状 態 の 把 握  

整 備 目 的 の 設 定  
植 栽 樹 種 の 決 定  
適 用 保 育 工 種 の 決 定  
保 育 工 種 の 数 量 等 の 算 定  

生 育 形 状 、
形 状 比  

樹 冠 の 広 が り 、 樹 幹 の 形 状 、
樹 高 、 根 系 の 状 況 、 形 状 比  

樹 冠 疎 密 度 の 把 握  
上 層 木 の 生 育 形 状 の 把 握  

適 用 保 育 工 種 の 決 定  
保 育 工 種 の 数 量 等 の 算 定  

 

３  ・  ４  （略 ）  

 

５  現 地 におけ る 詳細な 調 査にお い ては、事 業対象 区 域全域 を 調査す る ことは 一 般

的には 困 難であ る ことか ら 、標本 区 を抽出 し てその 中 を調査 す る方法 を 取る。  

  標 本 区 は 、 面 的 な 区 画 (コ ド ラ ー ト )と す る 場 合 と 、 線 的 な 区 画 (ラ イ ン ト ラ ン

セクト )とする 場 合があ る 。線的 区 画は、 高 木を主 体 とする 調 査に用 い る。  

  標 本 区の数 は 、緑化工 を施工 し た箇所 で それが 初 期的な 段 階にあ る 場合は ５ ～

(２ ) 林 種 (林相 )とその 分 布状況  

  各 林 分 を 構 成 す る 主 要 樹 種 に よ っ て 、 針 葉 樹 林 、 広 葉 樹 林 、 混 交 林 及 び 竹 林 に

区分す る 。さら に 林齢に よ って、 幼 令林、 壮 令林、 老 令林に 分 ける。  

  こ れ ら の 因 子 を 組 み 合 わ せ て 林 種 (林 相 )を 表 現 し 、 そ の 分 布 域 を 図 面 に 示 し た

ものが 林 相図で あ る。  

 

(３ ) 現 存植生 の 状況  

 （略 ）  

 

(４ ) 主 要樹種 、 令級、 蓄 積、立 木 密度、 樹 冠密度  

 森林 調 査簿に よ り調査 す るもの と する。  

 な お 、 樹冠 密 度 は、 樹 冠 投影 面 積 の占 め る 比率 で 表 し、 5/10 以下 を 粗、 6/10～

8/10 を中 、 9/10 を 密とし て 区分す る 。これ を 図示し た ものが 樹 冠密度 図 である 。  

 

 

(５ ) 貴 重な群 落 、植物 種  

 （略 ）  
 
５－３ 現地調査  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 

表２－ ８  現地 調 査の項 目 と調査 の 観点、 計 画、設 計 への活 用  
調 査 項 目  細   目  調 査 の 観 点  計 画 、 設 計 へ の 活 用  
森 林 、 植 物
の 分 布  
 
 

林 相 (林 種 )分 布 、現 存 植 生 の
分 布 、植 物 個 体 の 分 布 、根 系
の 分 布  
 

林 相 、 群 落 の 詳 細 把 握  
植 栽 可 能 植 物 の 把 握  
貴 重 な 植 生 の 個 体 の 把 握  
 

事 業 対 象 地 域 の 決 定  
 
植 栽 樹 種 の 決 定  
貴 重 種 等 の 保 全 対 策 の 決 定  
整 備 目 的 の 設 定  

森 林 、 植 物
の 構 成 、 照
度  
 

階 層 構 造 、階 層 ご と の 優 占 種
、出 現 種 、植 被 率 、被 度 、群
度 、 頻 度 、 密 度 、 相 対 照 度  
 

機 能 発 現 の 可 能 性 の 把 握  
植 物 の 生 育 障 害 要 因 の 発 見  
利 用 可 能 植 物 の 把 握  
階 層 の 形 成 状 態 の 把 握  

整 備 目 的 の 設 定  
植 栽 樹 種 の 決 定  
適 用 保 育 工 種 の 決 定  
保 育 工 種 の 数 量 等 の 算 定  

生 育 形 状 、
形 状 比  

樹 冠 の 広 が り 、 樹 幹 の 形 状 、
樹 高 、 根 系 の 状 況 、 形 状 比  

樹 冠 密 度 の 把 握  
上 層 木 の 生 育 形 状 の 把 握  

適 用 保 育 工 種 の 決 定  
保 育 工 種 の 数 量 等 の 算 定  

 
３  ・  ４  （略 ）  

 

５  現 地 に お け る 詳 細 な 調 査 に お い て は 、 事 業 対 象 区 域 全 域 を 調 査 す る こ と は 一 般

的には 困 難であ る ことか ら 、標本 区 を抽出 し てその 中 を調査 す る方法 を とる。  

  標 本 区は、面 的な区 画 (コドラ ート )と する場 合 と、線 的 な区画 (ライン ト ランセ

クト )と する場 合 がある 。 線的区 画 は、高 木 を主体 と する調 査 に用い る 。  

  標 本 区 の 数 は 、 緑 化 工 を 施 工 し た 箇 所 で そ れ が 初 期 的 な 段 階 に あ る 場 合 は ５ ～
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10 地点、施工後 ２ ～３年 を 経過し た 段階の 場 合は３ ～ ５地点 、低木林 は １～３ 地

点、高木 林は代 表 的な状 況 を呈す る １地点 を 標準と す る。ただ し、緑化 工施工 地

や低木 林 におい て も、標本 区の大 き さを下 記 の標準 以 上に大 き くとり 、それが 区

域の全 体 の様相 を 代表す る とみな せ る場合 は １地点 と しても よ い。  

  標 本 区の抽 出 方法に は 、ラン ダ ム抽出 法 と系統 的 抽出法 が ある。  
 

 
図２－ ２  標本 区 のとり 方  

 
６  標 本 区の大 き さは、当 該植生 層 又は森 林 の構成 主 体をな す 植物の 高 さの 1.5 倍

程度と す ること が 適当で 、コドラ ー トの場 合 は一般 的 には次 の 大きさ を 標準と す

る。  

 

  緑 化 工の初 期 (草本の みが成 立 する時 期 )  10cm×10cm～ 1.0ｍ×1.0ｍ  

  緑 化 工の施 工 後２～ ３ 年 (草本 優先期 )   1.0ｍ×1.0ｍ～ 2.0ｍ×2.0ｍ  

  低  木  林                2.0ｍ×2.0ｍ～ 5.0ｍ×5.0ｍ  

  高  木  林                10.0ｍ×10.0ｍ～ 20.0ｍ×20.0ｍ  

   

また、 ラ イント ラ ンセク ト の長さ は 、構成 主 体樹木 の 樹高の ２ 倍程度 と する。  

  な お 、樹 冠投 影図及 び 林相断 面 図を作 成 するた め の調査 に おいて は 、原 則と し

て当該 森 林の構 成 主体を な す樹木 の 胸高直 径 の 1/5 以 上の胸 高 直径を 有 する樹 木

を対象 と する。  

 

７  （ 略 ）  

 

10 箇、施 工後２ ～ ３年を 経 過した 段 階の場 合 は３～ ５ 箇、低 木 林は１ ～ ３箇、 高

木 林 は 代 表 的 な 状 況 を 呈 す る １ 地 点 を 標 準 と す る 。 た だ し 、 緑 化 工 施 工 地 や 低 木

林 に お い て も 、 標 本 区 の 大 き さ を 下 記 の 標 準 以 上 に 大 き く と り 、 そ れ が 区 域 の 全

体の様 相 を代表 す るとみ な せる場 合 は１地 点 として も よい。  

  標 本 区の抽 出 方法に は 、ラン ダ ム抽出 法 と系統 的 抽出法 と ある。  

 
図２－ ２  標本 区 のとり 方  

 
 
６  標 本 区の大 き さは、 当 該植生 層 又は森 林 の構成 主 体をな す 植物の 高 さの 1.5 倍

程 度 と す る こ と が 適 当 で 、 コ ド ラ ー ト の 場 合 は 一 般 的 に は 次 の 大 き さ を 標 準 と す

る。  

 

  緑 化 工の初 期 (草本の みが成 立 する時 期 )  10cm×10cm～ 1.0ｍ×1.0ｍ  

  緑 化 工の施 工 後２～ ３ 年 (草本 優先期 )   1.0ｍ×1.0ｍ～ 2.0ｍ×2.0ｍ  

  低  木  林                2.0ｍ×2.0ｍ～ 5.0ｍ×5.0ｍ  

  高  木  林                10.0ｍ×10.0ｍ～ 20.0ｍ×20.0ｍ  

   

また、 ラ イント ラ ンセク ト の長さ は 、構成 主 体樹木 の 樹高の ２ 倍程度 と する。  

  な お 、 樹 冠 投 影 図 及 び 林 相 断 面 図 を 作 成 す る た め の 調 査 に お い て は 、 原 則 と し

て当該 森 林の構 成 主体を な す樹木 の 胸高径 の 1/5 以 上の胸 高 径を有 す る樹木 を 対

象とす る 。  

 

７  （ 略 ）  

 



 

治山技術基準（昭和 46 年 3 月 27 日付け 46 林野治第 648 号林野庁長官通知）解説の一部改訂新旧対照表 
  （下線部は改訂部分）    

改  訂  後 現    行 
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第６節 森林被害調査  

６－１  総   説  

〔解説 〕  
森 林 や そ れ を 構 成 す る 樹 木 は 、 自 然 の 推 移 や 人 為 的 関 与 の も と で 生 育 す る が 、そ

の 過 程 で 何 ら か の 被 害 を 蒙 る と 健 全 な 生 育 が 阻 害 さ れ る こ と に な る 。 森 林 や 樹木の

健 全 な 生 育 を 図 る た め に は 、 妨 げ と な っ て い る 原 因 、 現 象 を 除 去 あ る い は 軽 減する

などの 対 策が必 要 であり 、 森林被 害 調査は そ のため の 資料を 得 るもの で ある。  

 
６－２ 現地調査  

〔解説 〕  

１  森 林 被害調 査 は、整備 方針の 策 定や造 成 基礎工 、植栽の 樹 種を検 討 する際 の 資

料を得 る ために 行 うもの で ある。調 査に当 た っては、過去の 調 査記録、空中写 真

等を用 い 、現地 踏 査を行 う ものと す る。  

 

２  森 林 被 害 の 種 類 は 、 気 象 害 (風 、 寒 、 乾 燥 、 潮 等 )、 病 害 (ウ イ ル ス 、 細 菌 、 菌

類 )、虫害 (昆虫、そ の他 )、獣 害 (シカ、ノネズ ミ 、ク マ、カモシ カ 、ノ ウサ ギ等 )、

火災等 に 分ける 。これら 被 害に対 す る対応 策 を検討 す る場合 に は、原因 及びこ れ

に関す る 事象に つ いて調 査 を行う 必 要があ り 、獣類 や 虫類に よ る森林 被 害の場 合

には 、被 害の発 生 機構の ほ か、獣類 及び虫 類 の生息 状 況等に つ いても 調 査を行 う

ものと す る。  

 

３  （ 略 ）  

 
第７節 森林荒廃調査  

７－１  総   説  

〔解説 〕  

１  （ 略 ）  

 

２  荒 廃 した森 林 では 、植 物の成 立 基盤が 欠 如した り 不安定 で あるた め 、森 林又 は

樹木の 健 全な生 育 は、被害 森林以 上 に困難 で あるこ と が多い 。こうし た 森林を 健

全な状 態 に回復 し 、維持し ていく た めには、荒廃の 原 因や影 響 等を把 握 し、環境

の改善 に 努めな け ればな ら ない。  

  森 林 荒廃調 査 は、そ の ための 基 礎資料 を 得るた め に行う 調 査であ る 。  

 
７－２ 現地調査  

〔解説 〕  

１  現 地 調査に 当 たって は 、過 去の 調査記 録 又は空 中 写真等 を 主に用 い 、現 地踏 査

を行う も のとす る 。  

 

第６節 森林被害調査  

６－１  総   説  

〔解説 〕  
森林や そ れを構 成 する樹 木 は、自然 の推移 や 人為的 関 与のも と で成育 す るが 、そ の

過程で な んらか の 被害を 蒙 ると健 全 な成育 が 阻害さ れ ること に なる。森 林や樹 木 の健

全な成 育 を図る た めには 、妨げと な ってい る 原因 、現 象を除 去 あるい は 軽減す る など

の対策 が 必要で あ り、森 林 被害調 査 はその た めの資 料 を得る も のであ る 。  

 
６－２ 現地調査  

〔解説 〕  
１  森 林 被 害 調 査 は 、 整 備 方 針 の 策 定 や 造 成 基 礎 工 、 植 栽 の 樹 種 を 検 討 す る 際 の 資

料 を 得 る た め に 行 う も の で あ る 。 調 査 に 当 っ て は 、 過 去 の 調 査 記 録 、 空 中 写 真 等

を用い 、 現地踏 査 を行う も のとす る 。  

 

２  森 林 被害の 種 類は 、気 象害 (風、寒、乾燥 、潮 等 )、病害 (ウ ィルス 、細菌 、菌 類 )、

虫 害 (昆 虫 、 そ の 他 )、 獣 害 (ネ ズ ミ 、 ウ サ ギ 、 カ モ シ カ 等 )、 火 災 等 に 分 け る 。 こ

れ ら 被 害 に 対 す る 対 応 策 を 検 討 す る 場 合 に は 、 原 因 及 び こ れ に 関 す る 事 象 に つ い

て 調 査 を 行 う 必 要 が あ り 、 獣 類 や 虫 類 に よ る 森 林 被 害 の 場 合 に は 、 被 害 の 発 生 機

構のほ か 、獣類 及 び虫類 の 生息状 況 等につ い ても調 査 を行う も のとす る 。  

 

 

３  （ 略 ）  

 
第７節 森林荒廃調査  

７－１  総   説  

〔解説 〕  

１  （ 略 ）  

 

２  荒 廃 し た 森 林 で は 、 植 物 の 成 立 基 盤 が 欠 如 し た り 不 安 定 で あ る た め 、 森 林 又 は

樹 木 の 健 全 な 成 育 は 、 被 害 森 林 以 上 に 困 難 で あ る こ と が 多 い 。 こ う し た 森 林 を 健

全 な 状 態 に 回 復 し 、 維 持 し て い く た め に は 、 荒 廃 の 原 因 や 影 響 等 を 把 握 し 、 環 境

の改善 に 努めな け ればな ら ない。  

  森 林 荒廃調 査 は、そ の ための 基 礎資料 を 得るた め に行う 調 査であ る 。  

 
７－２ 現地調査  

〔解説 〕  

１  現 地 調 査 に 当 っ て は 、 過 去 の 調 査 記 録 又 は 空 中 写 真 等 を 主 に 用 い 、 現 地 踏 査 を

行うも の とする 。  

 



 

治山技術基準（昭和 46 年 3 月 27 日付け 46 林野治第 648 号林野庁長官通知）解説の一部改訂新旧対照表 
  （下線部は改訂部分）    

改  訂  後 現    行 
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２  （ 略 ）  
 
３  荒 廃 森林に お ける調 査 は、崩壊 地、荒廃 渓流、落 石荒廃 地 の分類 や 荒廃形 態 と

直接的 に は結び つ くもの で はない が 、調査 項 目には 共 通する 部 分が多 い 。  
 
第８節 森林機能調査  

８－１  （略）  

 

８－２  水源かん養機能調査  

８－２ － １  予 備 調査  

〔解説 〕  
１  水 源 かん養 機 能は、森 林を構 成 する樹 木 や林地 の 総合的 又 は個別 的 な理水 機 能

を通じ て 発現さ れ る。すな わち、樹 木は樹 冠 の形成 や 生育に 伴 う蒸発、蒸散作 用

によっ て 大気と の 水循環 を 行う。 ま た、落 葉 、落枝 な どの堆 積 物や下 層 植生は 、

地表面 を 保護す る ととも に 、降 雨水 を一時 貯 留して 土 壌中に 送 りこみ 、根系は 土

壌の空 隙 を多く し て保水 性 や浸透 性 を高め 、これに よ って地 中 との水 循 環に寄 与

する。  
 
２  森 林 に何ら か の変化 が 生ずる と 、水 源か ん養機 能 が変化 す る。機能 の発現 や 影

響の多 少 は、森林 の構成 状 態、その 成立基 盤 である 土 壌の状 態 、さらに は気候 等

の条件 や 降雨の 態 様等に よ って変 化 するも の であり 、個別的 な 変化や 状 態から 森

林機能 の 状態を 調 査する の はかな り 困難で あ る。  
  こ の ことか ら 、機 能の 概略の 把 握は 、一 般的に 、河川流 量 の変化 特 に減水 、渇

水現象 の 頻度、 範 囲、規 模 、影響 範 囲等を 促 える方 式 によっ て 行うこ と が良い 。  
 

表２－ 13 （略 ）  

 
８－２－２ 現地調査  

〔解説 〕  
１  ～  ３  （略 ）   
 

４  流 域 の平均 的 な貯留 量 を推定 す る場合 の 算式は 次 による 。  

     Ｓ s＝ Σ（Ｈ 1×Ｐ 1）  

ここに 、 Ｓ s：土 壌水分 貯 留量 (mm)、Ｈ 1： 各層位 の 土層厚 (mm)、  

Ｐ 1：各 層位の 孔 隙率 (％ ）  

  な お 、土層 厚 は地形 や 地被状 況 等によ っ て様々 で あるが 、 傾斜度 が 35 度以下

の森林 の 場合は 平 均１ｍ 程 度とみ ら れるの が 妥当で あ るとさ れ ている 。  

 

５  （ 略 ）  

２  （ 略 ）  
 
３  荒 廃 森 林 に お け る 調 査 は 、 崩 壊 地 、 荒 廃 渓 流 、 特 殊 荒 廃 地 の 分 類 や 荒 廃 形 態 と

直接的 に は結び つ くもの で はない が 、調査 項 目には 共 通する 部 分が多 い 。  
 
第８節 森林機能調査  

８－１  （略）  

 

８－２  水源かん養機能調査  

８－２ － １  予 備 調査  

〔解説 〕  
１  水 源 か ん 養 機 能 は 、 森 林 を 構 成 す る 樹 木 や 林 地 の 総 合 的 又 は 個 別 的 な 理 水 機 能

を 通 じ て 発 現 さ れ る 。 す な わ ち 、 樹 木 は 樹 冠 の 形 成 や 成 育 に 伴 う 蒸 発 、 蒸 散 作 用

に よ っ て 大 気 と の 水 循 環 を 行 う 。 ま た 、 落 葉 、 落 枝 な ど の 堆 積 物 や 下 層 植 生 は 、

地 表 面 を 保 護 す る と と も に 、 降 雨 水 を 一 時 貯 留 し て 土 壌 中 に 送 り こ み 、 根 系 は 土

壌 の 空 隙 を 多 く し て 保 水 性 や 浸 透 性 を 高 め 、 こ れ に よ っ て 地 中 と の 水 循 環 に 寄 与

する。  
 
２  森 林 に な ん ら か の 変 化 が 生 ず る と 、 水 源 か ん 養 機 能 が 変 化 す る 。 機 能 の 発 現 や

影 響 の 多 少 は 、 森 林 の 構 成 状 態 、 そ の 成 立 基 盤 で あ る 土 壌 の 状 態 、 さ ら に は 気 候

等 の 条 件 や 降 雨 の 態 様 等 に よ っ て 変 化 す る も の で あ り 、 個 別 的 な 変 化 や 状 態 か ら

森林機 能 の状態 を 調査す る のはか な り困難 で ある。  
  こ の こ と か ら 、 機 能 の 概 略 の 把 握 は 、 一 般 的 に 、 河 川 流 量 の 変 化 特 に 減 水 、 渇

水現象 の 頻度、 範 囲、規 模 、影響 範 囲等を 促 える方 式 によっ て 行うこ と がよい 。  
 

表２－ 13 （略 ）  

 
８－２－２ 現地調査  

〔解説 〕  
１  ～  ３  （略 ）  
 

４  流 域 の平均 的 な貯留 量 を推定 す る場合 の 算式は 次 による 。  

     Ｓ s＝ Σ（Ｈ 1×Ｐ 1）  

ここに 、 Ｓ s：土 壌水分 貯 留量 (mm)、Ｈ 1： 各層位 の 土層厚 (mm)、  

Ｐ 1：各 層位の 孔 隙率 (％ ）  

  な お 、土層 厚 は地形 や 地被状 況 等によ っ て様々 で あるが 、傾斜度 が 35 度以下 の

森林の 場 合は平 均 １ｍ程 度 と見ら れ るのが 妥 当であ る とされ て いる。  

 

５  （ 略 ）  



 

治山技術基準（昭和 46 年 3 月 27 日付け 46 林野治第 648 号林野庁長官通知）解説の一部改訂新旧対照表 
  （下線部は改訂部分）    

改  訂  後 現    行 
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８－３ 災害の防止又は軽減機能調査  

８－３ － １  予 備 調査  

〔解説 〕  
１  森 林 の防災 機 能の低 下 に伴っ て 発生す る 災害に は 、土 砂の 崩壊及 び 流出 、土 砂

の崩壊 等 に伴う 流 木の発 生 などが あ る。予備 調査で は 、そ れら 災害に つ いて発 生

の有無 や 発生の 可 能性等 を 調査す る ものと す る。  

 

２  （ 略 ）  

 
８－３ － ２  現 地 調査  

〔解説 〕  
１  森 林 の災害 に 対する 防 止又は 軽 減機能 を 具体的 に 表現で き る項目 と して、崩 壊

量、流出 土砂量 な どがあ る 。現地調 査にお い ては、必 要に応 じ これら の 項目に つ

いて調 査 するも の とする 。  
 

表２－ 19 現地 調 査の項 目 と調査 の 観点、 計 画、設 計 への活 用  
調 査 項 目  細   目  調 査 の 観 点  計 画 、 設 計 へ の 活 用  

 災 害 の 発 生  
 

予 備 調 査 に 準 ず る  
 

詳 細 の 把 握  
 

整 備 対 象 地 の 決 定  
工 種 の 決 定  

 災 害 の 影 響  予 備 調 査 に 準 ず る  詳 細 の 把 握  工 種 の 決 定  

 
２  （ 略 ）  
 
第９節 環境調査  

９－１  総   説  

〔解説 〕  
環境調 査 は、第２ 節から 第 ８節の 調 査に加 え て、保安 林整備 事 業と環 境 との調 和

を図る 観 点から 必 要に応 じ て行う も のとす る 。  
 
第 10 節  社会的特性調査  

10－１  （略）  

 
10－２  予備調査  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  法 的 規制項 目 、保全 対 象の範 囲 、種類 、 防災施 設 等は、 第 ２編第 ２ 章第 11 節

「社会 的 特性調 査 」に掲 げ られて い る。  

 

３  （ 略 ）  

８－３ 災害の防止又は軽減機能調査  

８－３ － １  予 備 調査  

〔解説 〕  
１  森 林 の 防 災 機 能 の 低 下 に 伴 な っ て 発 生 す る 災 害 に は 、 土 砂 の 流 出 、 土 砂 の 崩 壊

な ど が あ る 。 予 備 調 査 で は 、 そ れ ら 災 害 に つ い て 発 生 の 有 無 や 発 生 の 可 能 性 等 を

調査す る ものと す る。  

 

２  （ 略 ）  

 
８－３ － ２  現 地 調査  

〔解説 〕  
１  森 林 の 災 害 に 対 す る 防 止 又 は 軽 減 機 能 を 具 体 的 に 表 現 で き る 項 目 と し て 、 崩 壊

量 、 流 出 土 砂 量 な ど が あ る 。 現 地 調 査 に お い て は 、 必 要 に 応 じ こ れ ら の 項 目 に つ

いて調 査 するも の とする 。  
 

表２－ 19 現地 調 査の項 目 と調査 の 観点、 計 画、設 計 への活 用  
調 査 項 目  細   目  調 査 の 観 点  計 画 、 設 計 へ の 活 用  

 災 害 の 発 生  
 

概 況 調 査 に 準 ず る  
 

詳 細 の 把 握  
 

整 備 対 象 地 の 決 定  
工 種 の 決 定  

 災 害 の 影 響  概 況 調 査 に 準 ず る  詳 細 の 把 握  工 種 の 決 定  

 
２  （ 略 ）  
 
第９節 環境調査  

９－１  総   説  

〔解説 〕  
１  環 境 調 査 は 、 第 ２ 節 か ら 第 ８ 節 の 調 査 に 加 え て 、 保 安 林 整 備 事 業 と 環 境 と の 調

和を図 る 観点か ら 必要に 応 じて行 う ものと す る。  
 
第 10 節  社会的特性調査  

10－１  （略）  

 
10－２  予備調査  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  法 的 規制項 目 、保全 対 象の範 囲 、種類 、防災施 設 等は、第 ２編第 ２ 章第 11 節に

掲げら れ ている 。  

 

３  （ 略 ）  
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10－３  （略）  
 
 

第３章 計  画  

 

第１節  総   説  

〔解説 〕  
１  ～  ３  （略 ）  
 

４  保 安 林整備 事 業の計 画 に当た っ ては 、事 業対象 地 域だけ で なく 、周 辺の森 林 を

含めた 地 域の森 林 管理や 山 地治山 事 業等の 計 画と連 携 しなが ら 、計画 を 策定す る

必要が あ る。森林 管理の 面 からみ る と、根系 が十分 に 発達し て いない 幼 齢林で は 、

機能低 下 のおそ れ がある た め、特に 急傾斜 地 等にお い ては 、事 業対象 地 域周辺 の

森林の 状 況を踏 ま えた計 画 が重要 で ある。ま た、土石 流・流木 災害防 止 の面か ら

みると、土石流・流木対 策 施設等 の 設置と と もに、当 該流域 の 森林の 整 備を一 体

的に進 め ること が 効果的 で ある。  
 

第２節  （略）  

 
第３節 整備方針の設定  

〔解説 〕  
１  ～  ３  （略 ）   
 
４  保 安 林整備 に 係わる 森 林整備 は 、単 層、複層と い う森林 の 階層構 造 から基 本 的

には次 の ように 区 分する 。  
（１ ） 育 成単 層 林 型 ････人為（ 植 栽 、保 育 等 ）に よ り 、単 一 の 樹冠 層 を 構成 す る

森林と し て成立 さ せるも の  
 
（２）  （略）  

 
５  上 記 により 区 分され た 森林に お ける整 備 は、森林 造成や 保 育の個 別 的作業 に よ

って行 わ れる。  
作業の 標 準的な 組 合せは 以 下のよ う である 。  
 

10－３  （略）  
 
 

第３章 計  画  

 

第１節  総   説  

〔解説 〕  
１  ～  ３  （略 ）  
 

（新設 ）  

 

 

 

 

 

 

 

第２節  （略）  

 
第３節 整備方針の設定  

〔解説 〕  
１  ～  ３  （略 ）  
 
４  保 安 林 整 備 に 係 わ る 森 林 整 備 は 、 単 層 、 複 層 と い う 森 林 の 階 層 構 造 か ら 基 本 的

には次 の ように 区 分する 。  
（１）育 成単層 林 型 ････人 為（植栽 、保育等 ）により 単一の 樹 冠層を 構 成する 森 林

として 成 立させ る もの  
 
（２）  （略）  
 

５  上 記 に よ り 区 分 さ れ た 森 林 に お け る 整 備 は 、 森 林 造 成 や 保 育 の 個 別 的 作 業 に よ

って行 わ れる。  
作業の 標 準的な 組 み合わ せ は以下 の ようで あ る。  
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第４節 具体的整備計画の策定  

（略）  

 
４－１ 森林造成計画  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  森 林 造成計 画 に当た っ ては、整 備方針 及 び森林 の 現況に 応 じて整 備 の内容 を 策

定する こ とが必 要 である 。なお 、森 林整備 の 目的の 別 による 造 成計画 の 主眼は 次

のよう で ある。  
（１）  （略）  
 
（２） 災 害の防 止 又は軽 減 を主目 的 とする 森 林  

土 砂 流 出 及 び 土 砂 崩 壊 等 に よ る 災 害 の 防 止 の た め に 、 地 表 被 覆 の 増 加 、 根

系 に よ る 土 壌 の 緊 迫 力 の 強 化 、 樹 幹 等 に よ る 土 砂 流 の 抑 止 力 の 向 上 を 図 る こ

とを主 な 目標と す る。  
対 象 と な る 場 所 は 、 一 般 に 急 傾 斜 な ど 、 植 物 の 生 育 に と っ て 厳 し い 条 件 下

に あ る こ と か ら 、 森 林 の 造 成 に 当 た っ て は 治 山 樹 種 の 導 入 、 肥 料 及 び 土 壌 改

良 材 等 の 投 入 を 必 要 と す る 場 合 が 多 い 。 ま た 、 造 成 後 に お い て も 十 分 な 保 育

管 理 を 行 わ な け れ ば 健 全 な 森 林 化 が 図 ら れ な い 場 合 が 多 い の で 、 そ れ ら に 留

意した 計 画内容 と するも の とする 。  
 
４  （ 略 ）  
 

４－１ － １  造 成 基礎工 の 計画  

〔解説 〕  
１  造 成 基礎工 と は、植栽 等のみ で は樹木 の 十分な 生 育や土 地 の安定 が 得られ な い

場合に 植 物の生 育 基盤を 安 定又は 改 善する た めに採 用 する土 留 工、柵 工 、筋工 、

排水工 、防風工 等 の簡易 な 工作物 で ある。工 種、規 模 等は、対 象地の 地 形、土 壌、

 
 

第４節  具体的整備計画の策定  

（略）  

 
４－１ 森林造成計画  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  森 林 造 成 計 画 に 当 た っ て は 、 整 備 方 針 及 び 森 林 の 現 況 に 応 じ て 整 備 の 内 容 を 策

定 す る こ と が 必 要 で あ る 。 な お 、 森 林 整 備 の 目 的 の 別 に よ る 造 成 計 画 の 主 眼 は 次

のよう で ある。  
（１）  （略）  
 
（２） 災 害の防 止 又は軽 減 を主目 的 とする 森 林  

土砂流 出 及び土 砂 崩壊等 に よる災 害 の防止 の ために、地表被 覆 の増加、根系に

よる土 壌 の緊迫 力 の強化 、樹幹等 に よる土 砂 流の抑 止 力の向 上 を図る こ とを主 な

目標と す る。  
対象と な る場所 は 、一般に 急傾斜 な ど、植物 の生育 に とって 厳 しい条 件 下にあ

ること か ら、森林 の造成 に 当たっ て は治山 樹 種の導 入 、肥料及 び土壌 改 良材等 の

投入を 必 要とす る 場合が 多 い。また 、造成後 におい て も十分 な 保育管 理 を行わ な

ければ 健 全な森 林 化が図 れ ない場 合 が多い の で、そ れ らに留 意 した計 画 内容と す

るもの と する。  
 
４  （ 略 ）  
 

４－１ － １  造 成 基礎工 の 計画  

〔解説 〕  
１  造 成 基 礎 工 と は 、 植 栽 等 の み で は 樹 木 の 十 分 な 生 育 や 土 地 の 安 定 が 得 ら れ な い

場 合 に 植 物 の 生 育 基 盤 を 安 定 又 は 改 善 す る た め に 採 用 す る 土 留 工 、 柵 工 、 筋 工 、

排水工 、防風工 等 の簡易 な 工作物 で ある 。工 種、規模 等は 、対 象地の 地 形、土壌 、
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気象、及 び社会 的 条件等 の 調査結 果 に基づ き 最も効 果 的なも の を採用 す るもの と

する。  
 
２  造 成 基礎工 で は生育 基 盤の安 定 等が図 ら れない 場 合には、山地治 山 施設を 設 け

た後に 植 栽等を 施 工する も のとす る 。  
 
４－１ － ２  ・  ４ －１－ ３  （略 ）  
 
４－２ 保育の計画  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略）  
 
３  保 育 計画の 策 定に当 た って配 慮 すべき 事 項は次 の とおり で ある。  

（１） 水 源かん 養 を主目 的 とする 森 林にお け る保育 計 画  
森 林 が 有 す る 水 源 か ん 養 機 能 は 、 森 林 土 壌 の 存 在 と 深 い 関 係 が あ る の で 、

保 育 に 当 た っ て は 、 浸 透 能 の 増 加 、 保 水 機 能 の 向 上 が 効 果 的 に 図 ら れ る こ と

を主な 目 標とす る 。  
具 体 的 な 作 業 と し て は 、 既 存 林 の 状 況 に 応 じ 光 環 境 の 改 善 や 林 木 個 体 の 生

育を促 す ための 本 数調整 伐 等に重 点 をおく 場 合が多 い 。  
 

（２） 災 害の防 止 又は軽 減 を主目 的 とする 森 林にお け る保育 計 画  
土 砂 流 出 、 土 砂 崩 壊 に 関 連 す る 現 象 に は い ろ い ろ な も の が あ り 、 そ れ ぞ れ

特 有 の 荒 廃 形 態 が あ る の で 、 保 育 計 画 に 当 た っ て は 、 そ れ ら に 応 じ た 工 種 を

計画し て いくこ と が大切 で ある。  
具 体 的 作 業 と し て は 、 成 立 密 度 を 回 復 す る た め の 補 植 、 根 系 や 林 木 個 体 の

生育、 地 表植生 の 増加を 促 すため の 本数調 整 伐等が あ げられ る 。  
 

 

第４章 森林造成の設計 

 

第１節  （略）  
 
第２節 測   量  

２－１  （略）  
 

２－２  測量の種類  

〔解説 〕  
１  造 成 基礎工 等 の配置 や 構造を 決 定する 場 合には、平面測 量 、縦断測 量、横断 測

気 象 、 及 び 社 会 的 条 件 等 の 調 査 結 果 に 基 づ き 最 も 効 果 的 な も の を 採 用 す る も の の

とする 。  
 
２  造 成 基 礎 工 で は 生 育 基 盤 の 安 定 等 が 図 れ な い 場 合 に は 、 山 地 治 山 施 設 を 設 け た

後に植 栽 等を施 工 するも の とする 。  
 
４－１ － ２  ・  ４ －１－ ３  （略 ）  
 
４－２ 保育の計画  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  保 育 計画の 策 定に当 た って配 慮 すべき 事 項は次 の とおり で ある。  

（１） 水 源かん 養 を主目 的 とする 森 林にお け る保育 計 画  
森 林 が 有 す る 水 源 か ん 養 機 能 は 、 森 林 土 壌 の 存 在 と 深 い 関 係 が あ る の で 、  

保育に 当 たって は 、浸透 能 の増加 、保水機 能 の向上 が 効果的 に 図られ る ことを

主な目 標 とする 。  
具 体 的 な 作 業 と し て は 、 既 存 林 の 状 況 に 応 じ 光 環 境 の 改 善 や 林 木 個 体 の 成  

育を促 す ための 本 数調整 伐 等に重 点 をおく 場 合が多 い 。  
 

（２） 災 害の防 止 又は軽 減 を主目 的 とする 森 林にお け る保育 計 画  
土 砂 流 出 、 土 砂 崩 壊 に 関 連 す る 現 象 に は い ろ い ろ の も の が あ り 、 そ れ ぞ れ  

特有の 荒 廃形態 が あるの で 、保育 計 画に当 た っては 、それら に 応じた 工 種を計

画して い くこと が 大切で あ る。  
具 体 的 作 業 と し て は 、 成 立 密 度 を 回 復 す る た め の 補 植 、 根 系 や 林 木 個 体 の  

成育、 地 表植生 の 増加を 促 すため の 本数調 整 伐等が あ げられ る 。  
 

 

第４章 森林造成の設計 

 

第１節  （略）  
 
第２節 測   量  

２－１  （略）  
 

２－２  測量の種類  

〔解説 〕  
１  造 成 基 礎 工 等 の 配 置 や 構 造 を 決 定 す る 場 合 に は 、 平 面 測 量 、 縦 断 測 量 、 横 断 測
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量を行 う が、植栽 や保育 の みを実 施 する場 合 には、平 面測量 を 行い縦 断 測量、横

断測量 を 省略す る ことが で きるも の とする 。  
  測 量 の実施 に 当たっ て は、整備 の内容 に 応じ 、適 切な種 類 を選定 す る必要 が あ

る。  
 
２  ～  ４  （略 ）  
 
５  測 量 方法、測 量の成 果 等につ い ては、第 ２編第 ４ 章第１ 節「測量」、同第５ 章

第１節 「 測量」 に 準ずる も のとす る 。  
 

第３節 森林造成の工種  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  植 栽 準備工 は 、植裁 木 等が生 育 できる 空 間や光 環 境を確 保 するた め のもの で 、

本数調 整 伐、枝 落 し、地 拵 え及び 地 表掻き 起 しに分 類 される 。  
 
４  ・  ５  （略 ）  
 
第４節 （略）  

 

第５節  植栽準備工  

５－１  本数調整伐  

５－１ － １  本 数 調整伐 の 目的  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  本 数 調整伐 は 、既存木 にも良 い 影響を 及 ぼす。す なわち、既存木 １ 本あた り の

占 有 面 積 が 拡 大 す る こ と に よ っ て 上 層 木 の 肥 大 成 長 等 個 体 の 生 育 が 図 ら れ る の

で、強 固 な樹幹 の 形成や 強 靱な根 系 の発達 が 促進さ れ る。  
 
５－１ － ２  本 数 調整伐 の 方法  

〔解説 〕  
１  本 数 調整伐 に 当たっ て は、上木 の伐採 量 、伐 採対 象木等 を 決定す る ことが 必 要

である 。 伐採又 は 保残す べ き上木 の 量を算 定 する際 の 数値的 基 準とな る ものに 、

相対照 度 、収 量比 数、林分 密度管 理 図等が あ る。伐採 量の算 定 に当た っ ては 、必

要に応 じ それら を 活用す る ものと す る。なお 、現 況林 分が著 し く閉鎖 し ている よ

うな場 合 に、大量 の伐採 を 行うと 樹 木の生 理 作用を 急 激に変 化 させ 、さ まざま な

悪 影 響 を 及 ぼ す 危 険 性 が あ る 。 特 に 積 雪 や 風 衝 な ど が 厳 し い 気 象 条 件 の 地 域 で

量 を 行 う が 、 植 栽 や 保 育 の み を 実 施 す る 場 合 に は 、 平 面 測 量 を 行 い 縦 断 測 量 、 横

断測量 を 省略す る ことが で きるも の とする 。  
  測 量 の 実 際 に 当 た っ て は 、 整 備 の 内 容 に 応 じ 、 適 切 な 種 類 を 選 定 す る 必 要 が あ

る。  
 
２  ～  ４  （略 ）  
 
５  測 量 方 法 、 測 量 の 成 果 等 に つ い て は 第 ２ 編 第 ４ 章 第 １ 節 「 測 量 」 － 渓 間 工 事 の

設計－ 、 同第５ 章 第１節 「 測量」 － 山腹工 事 の設計 － に準ず る ものと す る。  
 
第３節 森林造成の工種  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  植 栽 準 備 工 は 、 植 裁 木 等 が 生 育 で き る 空 間 や 光 環 境 を 確 保 す る た め の も の で 、

本数調 整 伐、枝 落 とし、 地 拵え及 び 地表掻 き 起しに 分 類され る 。  
 
４  ・  ５  （略 ）  
 
第４節 （略）  

 

第５節  植栽準備工  

５－１  本数調整伐  

５－１ － １  本 数 調整伐 の 目的  
〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  本 数 調 整 伐 は 、 既 存 木 に も 良 い 影 響 を 及 ぼ す 。 す な わ ち 、 既 存 木 １ 本 あ た り の

占 有 面 積 が 拡 大 す る こ と に よ っ て 上 層 木 の 肥 大 成 長 等 個 体 の 成 育 が 図 ら れ る の

で、強 固 な樹幹 の 形成や 強 靱な根 系 の発達 が 促進さ れ る。  
 

５－１ － ２  本 数 調整伐 の 方法  

〔解説 〕  
１  本 数 調 整 伐 に 当 た っ て は 、 上 木 の 伐 採 量 、 伐 採 対 象 木 等 を 決 定 す る こ と が 必 要

で あ る 。 伐 採 又 は 保 残 す べ き 上 木 の 量 を 算 定 す る 際 の 数 値 的 基 準 と な る も の に 、

相 対 照 度 、 収 量 比 数 、 林 分 密 度 管 理 図 等 が あ る 。 伐 採 量 の 算 定 に 当 た っ て は 、 必

要 に 応 じ そ れ ら を 活 用 す る も の と す る 。 な お 、 現 況 林 分 が 著 し く 閉 鎖 し て い る よ

う な 場 合 に 、 大 量 の 伐 採 を 行 う と 樹 木 の 生 理 作 用 を 急 激 に 変 化 さ せ 、 さ ま ざ ま な

悪 影 響 を 及 ぼ す 危 険 性 が あ る 。 と く に 積 雪 や 風 衝 な ど が 厳 し い 気 象 条 件 の 地 域 で
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は、上木 の伐採 に よって 雪 害や風 害 が発生 す ること が あるの で 、十 分に 注意す る

ことが 必 要であ る 。  
 
２  （ 略 ）  
 
３  本 数 調整伐 に よって 確 保され た 生育空 間 及び光 環 境は、上 木の成 長 に伴っ て 次

第に閉 鎖 し、不良 となっ て いくの で 、伐採量 の算定 に 当たっ て は、上木 の成長 特

性等を 考 慮し、伐 採後あ る 程度の 期 間にわ た って良 好 な状態 が 維持で き るよう 配

慮する も のとす る 。  
 
４  （ 略 ）  
 
５  本 数 調整伐 に よって 伐 倒され た 樹木は、植栽等 の 作業や そ の後行 わ れる保 育 等

の作業 を 効率的 に 進める 上 で支障 と なるほ か 、急峻 地 の場合 に は転落 等 により 林

地破壊 や 林木の 損 傷を生 じ させる 危 険があ る ので、必 要に応 じ て植栽 作 業やそ の

後の管 理 作業に 支 障を及 ぼ さない 場 所に整 理 するも の とする 。  
 
５－２ 枝落し  

５－２ － １  枝 落 しの目 的  

〔解説 〕  
 枝落 し は、樹 木 の枝を 落 とす作 業 である 。その実 施 は、林 内 、地床 に 適量の 陽光

を入れ て 、これ に より、そ の後の 植 生導入 工 による 、植栽木 又 は天然 下 種の稚 樹 の

生育促 進 を図る も のであ る 。  
 

５－２ － ２  枝 落 しの方 法 、密度  

〔解説 〕  
１  ～  ４  （略 ）   
 
５  午 後 の日照 時 間が長 い 南向き 斜 面や西 向 き斜面 は 、北向き 斜面よ り も弱度 な 枝

落しと す ること が 良い。  
 
６  ～  ８  （略 ）  
 
５－３ 地拵え  

５－３ － １  （ 略 ）  

 
５－３ － ２  地 拵 えの方 法  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  

は 、 上 木 の 伐 採 に よ っ て 雪 害 や 風 害 が 発 生 す る こ と が あ る の で 、 十 分 に 注 意 す る

ことが 必 要であ る 。  
 
２  （ 略 ）  
 
３  本 数 調 整 伐 に よ っ て 確 保 さ れ た 生 育 空 間 及 び 光 環 境 は 、 上 木 の 成 長 に 伴 な っ て

次 第 に 閉 鎖 し 、 不 良 と な っ て い く の で 、 伐 採 量 の 算 定 に 当 た っ て は 、 上 木 の 成 長

特 性 等 を 考 慮 し 、 伐 採 後 あ る 程 度 の 期 間 に わ た っ て 良 好 な 状 態 が 維 持 で き る よ う

配慮す る ものと す る。  
 
４  （ 略 ）  
 
５  本 数 調 整 伐 に よ っ て 伐 倒 さ れ た 樹 木 は 、 植 栽 等 の 作 業 や そ の 後 行 わ れ る 保 育 等

の 作 業 を 効 率 的 に 進 め る う え で 支 障 と な る ほ か 、 急 峻 地 の 場 合 に は 転 落 等 に よ り

林 地 破 壊 や 林 木 の 損 傷 を 生 じ さ せ る 危 険 が あ る の で 、 必 要 に 応 じ て 植 栽 作 業 や そ

の後の 管 理作業 に 支障を 及 ぼさな い 場所に 整 理する も のとす る 。  
 
５－２ 枝落し  

５－２ － １  枝 落 しの目 的  

〔解説 〕  
 枝 落 し は 、 樹 木 の 枝 を 落 す 作 業 で あ る 。 そ の 実 施 は 、 林 内 、 地 床 に 適 量 の 陽 光 を

入 れ て 、 こ れ に よ り 、 そ の 後 の 植 生 導 入 工 に よ る 、 植 栽 木 又 は 天 然 下 種 の 稚 樹 の 生

育促進 を 図るも の である 。  
 

５－２ － ２  枝 落 しの方 法 、密度  

〔解説 〕  
１  ～  ４  （略 ）  
 
５  午 後 の 日 照 時 間 が 長 い 南 向 き 斜 面 や 西 向 き 斜 面 は 、 北 向 き 斜 面 よ り も 弱 度 な 枝

落しと す ること が よい。  
 
６  ～  ８  （略 ）  
 

５－３  地拵え  

５－３ － １  （ 略 ）  

 
５－３ － ２  地 拵 えの方 法  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）   
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表４－ ２  地拵 え の方法 と 適用  

方 法  内 容  適 用 の 標 準  
全 面 地 拵 え  
 
 
 

植 栽 予 定 地 の 全 面 を 対
象 に 刈 り 払 い 及 び 片 付
け を 行 う 。  
 

気 象 害 等 が 発 生 す る 可 能 性 が 低 く 、ま た 伐 採 等 に よ
っ て 土 地 保 全 上 の 問 題 が 生 じ な い 場 合  
全 面 的 な 植 栽 、 天 然 下 種 を 行 う 場 合  
 

筋 地 拵 え  
 
 
 

１ 列 又 は ２ 列 に 植 栽 す
る 程 度 の 幅 を 刈 り 払 う 。 
 
 

風 衝 害 、寒 風 害 、な だ れ な ど か ら 植 栽 木 又 は 林 地 を
保 護 す る 必 要 が あ る 場 合  
列 状 の 植 栽 、 天 然 下 種 を 行 う 場 合  
 

坪 地 拵 え  
 
 
 

植 栽 地 点 の 周 囲 の み を
刈 り 払 う 。  
 
 

風 害 、雪 害 な ど 厳 し い 環 境 か ら 植 栽 木 又 は 林 地 を 保
護 す る 必 要 が あ る 場 合  
疎 な 密 度 で 植 栽 、 天 然 下 種 を 行 う 場 合  
 

 
３  （ 略 ）  
 
５－４ 地表掻き起し  

５－４ － １  （ 略 ）  
 
５－４ － ２  地 表 掻き起 し の方法  

〔解説 〕  
地表掻 き 起しに 当 たって は 、表土 の 流亡に 注 意する 必 要があ る 。  

 特に 、多雪、豪 雪地帯 又 は急傾 斜 地等に お いては 、過度の 地 表掻き 起 しを行 う と

表土を 流 亡させ る ことが あ るので 注 意が必 要 である 。  
 
第６節 植生導入工  

６－１  植栽  

６－１ － １  （ 略 ）  

 
６－１ － ２  植 栽 樹種の 選 定  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  海 岸 砂地や 新 しい火 山 灰の堆 積 地等で は 土壌条 件 が一般 に 不良で あ るので、森

林形成 の 主体的 な 樹種に 併 せ肥料 木 等、樹 木 の生育 環 境改善 の ための 樹 種を採 用

するよ う にする 。一般に 用 いられ て いる肥 料 木には 、ハンノ キ 類、ヤシ ャブシ 類 、

ハギ類 、 グミ類 、 エニシ ダ 、ヤマ モ モなど が ある。  
 
４  森 林 整備の 目 的に適 合 する種 類 とは、目 的とす る 機能の 発 現や整 備 方針に 適 合

した林 型 の形成 に 有益な も のをい う 。これ ら のこと に 適合す る 一般的 な 要件と 代

表的な 種 類をあ げ ると以 下 のよう で ある。  

 

 

表４－ ２  地拵 え の方法 と 適用  

方 法  内 容  適 用 の 標 準  
全 面 地 拵 え  
 
 
 

植 栽 予 定 地 の 全 面 を 対
象 に 刈 り 払 い 及 び 片 付
け を 行 う 。  
 

気 象 害 等 が 発 生 す る 可 能 性 が 低 く 、ま た 伐 採 等 に よ
っ て 土 地 保 全 上 の 問 題 が 生 じ な い 場 合  
全 面 的 な 植 栽 、 天 然 下 種 を 行 う 場 合  
 

筋 地 拵 え  
 
 
 

１ 列 又 は ２ 列 に 植 栽 す
る 程 度 の 幅 を 刈 り 払 う 。 
 
 

風 衝 害 、寒 風 害 、な だ れ な ど か ら 植 栽 木 又 は 林 地 を
保 護 す る 必 要 が あ る 場 合  
列 状 の 植 栽 、 天 然 下 種 を 行 う 場 合  
 

坪 地 拵 え  
 
 
 

植 栽 地 点 の 周 囲 の み を
刈 り 払 う  
 
 

風 害 、雪 害 な ど 厳 し い 環 境 か ら 植 栽 木 又 は 林 地 を 保
護 す る 必 要 が あ る 場 合  
疎 な 密 度 で 植 栽 、 天 然 下 種 を 行 う 場 合  
 

 
３  （ 略 ）  
 
５－４ 地表掻き起し  

５－４ － １  （ 略 ）  
 
５－４ － ２  地 表 掻き起 し の方法  

〔解説 〕  
地表掻 き 起しに 当 っては 、 表土の 流 亡に注 意 する必 要 がある 。  

 特 に 、 多 雪 、 豪 雪 地 帯 又 は 急 傾 斜 地 等 に お い て は 、 過 度 の 地 表 掻 き 起 し を 行 う と

表土を 流 亡させ る ことが あ るので 注 意が必 要 である 。  
 
第６節 植生導入工  

６－１  植栽  

６－１ － １  （ 略 ）  

 
６－１ － ２  植 栽 樹種の 選 定  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  海 岸 砂 地 や 新 し い 火 山 灰 の 堆 積 地 等 で は 土 壌 条 件 が 一 般 に 不 良 で あ る の で 、 森

林 形 成 の 主 体 的 な 樹 種 に 併 せ 肥 料 木 等 、 樹 木 の 生 育 環 境 改 善 の た め の 樹 種 を 採 用

するよ う にする 。一般に 用 いられ て いる肥 料 木には 、ハンノ キ 類、ヤシ ャブシ 類 、

ハギ類 、 グミ類 、 アカシ ア 類、エ ニ シダ、 ヤ マモモ 、 モクマ オ ウなど が ある。  
 
４  森 林 整 備 の 目 的 に 適 合 す る 種 類 と は 、 目 的 と す る 機 能 の 発 現 や 整 備 方 針 に 適 合

し た 林 型 の 形 成 に 有 益 な も の を い う 。 こ れ ら の こ と に 適 合 す る 一 般 的 な 要 件 と 代

表的な 種 類をあ げ ると以 下 のよう で ある。  
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（１） 水 源かん 養 機能（ 渇 水緩和 機 能を主 眼 とした 場 合）  

   ◇ 求めら れ る主な 要 件  

    ・深く か つ広範 に 発生し た 根系を 有 するこ と  

    ・葉量 が 比較的 少 なく、 降 水の遮 断 量が小 さ いこと  

    ・蒸発 散 量が少 な いこと  

   ◇ 代表的 な 樹種  

    針葉樹 ････スギ、 モミ、 サ ワラ、 ヒ ノキ、 ツ ガ、ア ス ナロ、 ト ウヒ  

広 葉 樹 ････マテ バ シ イ 、 ス ダ ジ イ 、 ブ ナ 、 ク ヌ ギ 、 ミ ズ ナ ラ 、 コ ナ ラ 、 ア

ベマキ 、 サワグ ル ミ、ト チ 、ヤマ ハ ンノキ  

 

（２） 土 砂の崩 壊 、土砂 の 流出の 防 止又は 軽 減  

   ◇ 求めら れ る主な 要 件  

    ・強靱 な 樹幹を 持 つこと  

    ・強靱 な 根系が 地 中深く か つ広範 囲 に発達 す ること  

    ・適度 の 葉量が あ り、降 水 の遮断 量 が多い こ と  

    ・落葉 量 が多く 、 落葉に よ る地表 被 覆効果 が 高いこ と  

   ◇ 代表的 な 樹種  

    針葉樹 ････アカマ ツ、ク ロ マツ  

    広葉樹 ････クヌギ 、ミズ ナ ラ、コ ナ ラ、ク リ 、ケヤ キ  

 

６－１ － ３  （ 略 ）  

 

６－１ － ４  植 栽 本数及 び 植裁木 の 配置  

〔解説 〕  
１  ～  ３  （略 ）  
 
４  植 栽 木の定 形 的な配 置 を定め る ための 植 栽形式 は 、単木的 植栽と 複 数木植 栽 と

に大別 で きる。 単 木的植 栽 の形式 に は、正 方 形植え 、 長方形 植 え、三 角 形植え 、

千鳥植 え 等があ り 、複数 を 植栽す る 方式に は 群状植 栽 （巣植 え ）があ る 。  
  正 方 形植え は 、地形条 件が良 好 で気象 条 件等に 対 する特 別 の配慮 を 必要と し な

い場合 に 採用す る のが一 般 的であ り 、長 方形 植えは 、地形が 急 峻で上 下 の樹木 間

隔を広 く して樹 冠 の偏り を 小さく す る場合 に 、ま た三 角形植 え は、風害 や雪害 の

発生が 予 想され る 場合に 、千鳥植 え は、積雪 の移動 等 が予想 さ れる場 合 等に採 用

する。群 状植栽 は 、１箇所 に２～ ５ 本程度 を 寄せ植 え するも の で、林地 に規則 的

又は不 規 則に苗 木 を配置 す るもの で ある。こ の方式 は 寒風害 や 雪害が 予 想され る

地域等 に おいて 、 植栽木 を 保護す る ために 用 いられ る 。  
 
 
 

(１ )水源 かん養 機 能（渇 水 緩和機 能 を主眼 と した場 合 ）  

  ◇ 求 められ る 主な要 件  

   ・ 深いか つ 広範に 発 生した 根 系を有 す ること  

   ・ 葉量が 比 較的少 な く、降 水 の遮断 量 が小さ い こと  

   ・ 蒸発散 量 が少な い こと  

  ◇ 代 表的な 樹 種  

     針葉樹 ････スギ 、モミ 、 サワラ 、 ヒノキ 、 ツガ、 ア スナロ 、 トウヒ  

広 葉 樹 ････マ テ バ シ イ 、 ス ダ ジ イ 、 ブ ナ 、 ク ヌ ギ 、 ミ ズ ナ ラ 、 コ ナ ラ 、 ア

ベマキ 、 サワグ ル ミ、ト チ 、ヤマ ハ ンノキ  

 

(２ )土砂 の崩壊 、 土砂の 流 出の防 止 又は軽 減  

  ◇ 求 められ る 主な要 件  

   ・ 強靱な 樹 幹をも つ こと  

   ・ 強靱な 根 系が地 中 深くか つ 広範囲 に 発達す る こと  

   ・ 適度の 葉 量があ り 、降水 の 遮断量 が 多いこ と  

   ・ 落葉量 が 多く、 落 葉によ る 地表被 覆 効果が 高 いこと  

  ◇ 代 表的な 樹 種  

    針葉樹 ････アカマ ツ、ク ロ マツ  

    広葉樹 ････クヌギ 、ミズ ナ ラ、コ ナ ラ、ク リ 、ケヤ キ  

 

６－１ － ３  （ 略 ）  

 

６－１ － ４  植 栽 本数及 び 植裁木 の 配置  

〔解説 〕  
１  ～  ３  （略 ）  
 
４  植 栽 木 の 定 形 的 な 配 置 を 定 め る た め の 植 栽 形 式 は 、 単 木 的 植 栽 と 複 数 木 植 栽 と

に 大 別 で き る 。 単 木 的 植 栽 の 形 式 に は 、 正 方 形 植 え 、 長 方 形 植 え 、 三 角 形 植 え 、

千鳥植 え 等があ り 、複数 を 植栽す る 方式に は 群状植 栽 （巣植 え ）があ る 。  
  正 方 形 植 え は 、 地 形 条 件 が 良 好 で 気 象 条 件 等 に 対 す る 特 別 の 配 慮 を 必 要 と し な

い 場 合 に 採 用 す る の が 一 般 的 で あ り 、 長 方 形 植 え は 、 地 形 が 急 峻 で 上 下 の 樹 木 間

隔 を 広 く し て 樹 冠 の 偏 り を 小 さ く す る 場 合 に 、 ま た 三 角 形 植 え は 、 風 害 や 雪 害 の

発 生 が 予 想 さ れ る 場 合 に 、 千 鳥 植 え は 、 積 雪 の 移 動 等 が 予 想 さ れ る 場 合 等 に 採 用

す る 。 巣 植 え は 、 １ 箇 所 に ２ ～ ５ 本 程 度 を 寄 せ 植 え す る も の で 、 林 地 に 規 則 的 又

は 不 規 則 に 苗 木 を 配 置 す る も の で あ る 。 こ の 方 式 は 寒 風 害 や 雪 害 が 予 想 さ れ る 地

域等に お いて、 植 栽木を 保 護する た めに用 い られる 。  
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図４－ ６  植栽 配 列（例 ）  

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

図４－ ７  群状 植 栽（巣 植 ）  

 
６－１ － ５  植 栽 の方法 及 び時期  

〔解説 〕  

１  （ 略 ）  

図４－ ６  植栽 配 列  

 
 
 

図４－ ７  群状 植 栽（巣 植 ）  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
６－１ － ５  植 栽 の方法 及 び時期  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
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２  植 栽 に当た っ ては、第 ２編第 ５ 章第４ 節 ４－３「 植生工」、４－３ －３「植 栽

工」の 事 項につ い て留意 す るもの と する。  

 

３  植 栽 の時期 は 、苗 木の 生理的 作 用を重 視 して決 定 するも の とする 。通常は 苗 木

の成長 が 活発に な る前、す なわち 春 期の芽 吹 き前に 植 栽する こ とが活 着 及びそ の

後の成 長 にとっ て 最も良 い 。春 期に 次ぐ時 期 として は 、苗 木の 成長が 休 止又は そ

の状態 に 近い秋 期 とする 。  

 

４  （ 略 ）  

 
６－１ － ６  施 肥 及び土 壌 改良  

〔解説 〕  
１  森 林 造成の 対 象地の う ちには 、土壌条 件 が不良 で 、そ のま までは 植 栽した 苗 木

が健全 に 生育で き ない場 合 がある 。養分は 植 栽木の 生 育に不 可 欠なも の である の

で、土壌 が瘠悪 な 場合に は 、養分の 補給を 行 わなけ れ ばなら な い。施肥 はその た

めの有 効 な手段 で ある。  
  肥 料 の種類、数量等 は 、植栽木 の特性、土壌条 件 等に応 じ て決定 す るもの と す

る。肥料 の種類 は 、第 ２編 第５章 第 ４節４ － ３－３ － ６「 施肥 」に よる ものと す

る。  
 
２  一 般 に瘠悪 な 土壌は 、貧養で あ るだけ で なく硬 度 が高か っ たり 、細 粒分に 乏 し

く乾燥 し やすい な ど、物理 的、化学 的にも 劣 悪な状 況 を示す こ とが多 い 。こうし

た場合 に は、客土 あるい は 有機質 な どの資 材 を施し て 土壌条 件 の改良 、改善に 努

めるこ と が望ま し い。  
  土 壌 改良材 の 種類は 、改良す べ き内容 に 適合す る ものと し 、そ の量 は改良 効 果

が十分 得 られる よ う決定 す るもの と する。  
 
６－１ － ７  支 保  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 

３  積 雪 や強風 に 対処す る 場合 、小 苗木は 添 え木型 、中～大 苗 木は添 え 木付き 二 脚

鳥居型 又 は八ツ 掛 型が適 切 である 。  

 

４  支 柱 の太さ や 控え木 の 取付け 位 置は、風 や傾斜 の 強さ、方 向、雪の クリー プ 等

の外力 条 件を考 え て決め る ことが 必 要であ る 。  
 
６－１ － ８  獣 害 防除  

〔解説 〕  

２  植 栽 に 当 た っ て は 、 第 ２ 編 第 ５ 章 第 ４ 節 ４ － ３ 「 植 生 工 」 、 第 ３ 編 第 ５ 章 第 ４

節４－ 11－１「 植 栽工」 の 事項に つ いて留 意 するも の とする 。  

 

３  植 栽 の 時 期 は 、 苗 木 の 生 理 的 作 用 を 重 視 し て 決 定 す る も の と す る 。 通 常 は 苗 木

の 活 動 が 活 発 に な る 前 、 す な わ ち 春 期 の 芽 吹 き 前 に 植 栽 す る こ と が 活 着 並 び に そ

の 後 の 成 長 に と っ て 最 も 良 い 。 春 期 に 次 ぐ 時 期 と し て は 、 苗 木 の 活 動 が 休 止 又 は

その状 態 に近い 秋 期とす る 。  

 

４  （ 略 ）  

 
６－１ － ６  施 肥 及び土 壌 改良  

〔解説 〕  
１  森 林 造 成 の 対 象 地 の う ち に は 、 土 壌 条 件 が 不 良 で 、 そ の ま ま で は 植 栽 し た 苗 木

が 健 全 に 生 育 で き な い 場 合 が あ る 。 養 分 は 植 栽 木 の 生 育 に 不 可 欠 な も の で あ る の

で 、 土 壌 が 瘠 悪 な 場 合 に は 、 養 分 の 補 給 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。 施 肥 は そ の た

めの有 効 な手段 で ある。  
  肥 料 の 種 類 、 数 量 等 は 、 植 栽 木 の 特 性 、 土 壌 条 件 等 に 応 じ て 決 定 す る も の と す

る。肥 料 の種類 は 、第２ 編 第５章 ４ －３－ ３ －６「 施 肥」に よ るもの と する。  
 
 
２  一 般 に 瘠 悪 な 土 壌 は 、 貧 養 で あ る だ け で な く 硬 度 が 高 か っ た り 、 細 粒 分 に 乏 し

く 乾 燥 し や す い な ど 、 物 理 的 、 科 学 的 に も 劣 悪 な 状 況 を 示 す こ と が 多 い 。 こ う し

た 場 合 に は 、 客 土 あ る い は 有 機 質 な ど の 資 材 を 施 し て 土 壌 条 件 の 改 良 、 改 善 に 努

めるこ と が望ま し い。  
  土 壌 改 良 材 の 種 類 は 、 改 良 す べ き 内 容 に 適 合 す る も の と し 、 そ の 量 は 改 良 効 果

が十分 得 られる よ う決定 す るもの と する。  
 
６－１ － ７  支 保  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 

３  積 雪 や 強 風 に 対 処 す る 場 合 、 小 苗 木 は 添 え 木 型 、 中 ～ 大 苗 木 は 添 え 木 付 き 二 脚

鳥居型 ま たは八 ツ 掛型が 適 切であ る 。  

 
４  支 柱 の 太 さ や 控 え 木 の 取 り 付 け 位 置 は 、 風 や 傾 斜 の 強 さ 、 方 向 、 雪 の ク リ ー プ

等の外 力 条件を 考 えて決 め ること が 必要で あ る。  
 
６－１ － ８  獣 害 防除  

〔解説 〕  
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１  獣 害 は獣類 の 生息活 動 に伴っ て 植栽木 等 が傷つ け られ、生 育が阻 害 される も の

で、甚し い場合 に は枯死 に 至るな ど 、整 備方 針に適 合 した林 型 を形成 さ せる上 で 、

大きな 障 害とな る 。獣害防 除は、こ うした 事 態を回 避 するた め 、樹木を 防護す る

ための 対 策を講 じ て、森 林 の健全 な 生育を 促 進する も のであ る 。  

 

２  ・  ３  （略 ）  

 
６－２ 天然下種  

６－２ － １  天 然 下種の 目 的  

〔解説 〕  
 天然 下 種とは 、母樹等 か ら飛散 し た種が 林 地に着 床 し発芽 し て生育 す ること を い

う。すな わち 、天 然下種 は 自然力 を 活用し な がら合 理 的に目 的 とする 樹 木等を 成 立

させる 作 業であ り 、これ に よって 自 然性の 高 い森林 を 造成す る ことが で きる。  
（以下 略 ）  
 

６－２ － ２  天 然 下種の 方 法  

〔解説 〕  
１  樹 木 の種子 に は、飛散 距離が 長 いもの と 短いも の 、陽 生地 での発 芽 や生育 が 良

いもの や 日陰地 を 好むも の などの 態 様があ る 。天然 下 種によ っ て植物 を 導入し 、

健全な 生 育を図 る ために は 、樹種 の 形態や 生 理的性 質 及び対 象 地の環 境 条件を 十

分に考 慮 するこ と が必要 で あり 、採 用する 方 法は 、そ れらに 最 も適し た もので な

ければ な らない 。  

 

２  天 然 下種の 方 法は 、種 子の供 給 方法や 定 着の場 所 の違い に より 、上 方天然 下 種、

側方天 然 下種に 大 別され る 。それ ら の態様 は 次のと お りであ る 。  

（１）  （略）  

 

（２ ） 側 方天 然 下 種 ･･････隣接 地 に 生育 す る 母樹 等 か ら飛 ん で くる 種 を 発芽 させ

る も の。 カ ン バ類 や マ ツ類 な ど 、飛 散 距 離の 長 い 種 を

導 入 する 場 合 、陽 性 の 樹種 の 導 入を 目 指 す場 合 な ど に

適用す る 。  

３  ・  ４  （略 ）  

 

５  林 内 の種子 が 発芽 、生 育する た めに最 低 限必要 な 陽光量 (相対照 度 )は、陰 樹類

で５～ 10％、陽樹 類で 10～ 20％であ る。した がって、良好で 健 全な生 育 を確保 す

る た め に は 天 然 下 種 に よ る 稚 樹 の 発 生 を 期 待 す る 樹 木 等 の 種 類 に 応 じ た 陽 光 量

を確保 す る必要 が ある。  

 

 

１  獣 害 は 獣 類 の 生 息 活 動 に 伴 っ て 植 栽 木 等 が 傷 つ け ら れ 、 成 育 が 阻 害 さ れ る も の

で 、 甚 し い 場 合 に は 枯 死 に 至 る な ど 、 整 備 方 針 に 適 合 し た 林 型 を 形 成 さ せ る う え

で 、 大 き な 障 害 と な る 。 獣 害 防 除 は 、 こ う し た 事 態 を 回 避 す る た め 、 樹 木 を 防 護

するた め の対策 を 講じて 、 森林の 健 全な成 育 を促進 す るもの で ある。  

 

２  ・  ３  （略 ）  

 
６－２ 天然下種  

６－２ － １  天 然 下種の 目 的  

〔解説 〕  
 天然 下 種とは 、母樹か ら 飛散し た 種が林 地 に着床 し 発芽し て 生育す る ことを い う。

す な わ ち 、 天 然 下 種 は 自 然 力 を 活 用 し な が ら 合 理 的 に 目 的 と す る 樹 木 等 を 成 立 さ せ

る作業 で あり、 こ れによ っ て自然 性 の高い 森 林を造 成 するこ と ができ る 。  
（以下 略 ）  
 

６－２ － ２  天 然 下種の 方 法  

〔解説 〕  
１  樹 木 の 種 子 に は 、 飛 散 距 離 が 長 い も の と 短 い も の 、 陽 生 地 で の 発 芽 や 生 育 が 良

い も の や 日 陰 地 を 好 む も の な ど 様 々 な 態 様 が あ る 。 天 然 下 種 に よ っ て 植 物 を 導 入

し 、 健 全 な 生 育 を 図 る た め に は 、 樹 種 の 形 態 や 生 理 的 性 質 及 び 対 象 地 の 環 境 条 件

を 十 分 に 考 慮 す る こ と が 必 要 で あ り 、 採 用 す る 方 法 は 、 そ れ ら に 最 も 適 し た も の

でなけ れ ばなら な い。  

 

２  天 然 下種の 方 法は、種 子の供 給 方法や 定 着の場 所 の違い に より、上 方天然 下 種、

側方天 然 下種に 大 別され る 。それ ら の態様 は 次のと お りであ る 。  

(１ ) （ 略）  

 

(２ )側 方 天 然 下 種 ･･････隣 接 地 に 生 育 す る 母 樹 等 か ら 飛 ん で く る 種 を 発 芽 さ せ る

もの。カ ンバ類 や マツ類 な ど、飛 散 距離の 長 い種を 導 入す

る場合 、陽性の 樹 種の導 入 を目指 す 場合、な どに適 用 する。 

 

３  ・  ４  （略 ）  

 

５  林 内 の 種 子 が 発 芽 、 生 育 す る た め に 最 低 限 必 要 な 陽 光 量 (相 対 照 度 )は 、 陰 樹 類

で５～ 10％陽樹 類 で 10～ 20％であ る 。した が って、 良 好で健 全 な生育 を 確保す る

た め に は 天 然 下 種 に よ る 稚 樹 の 発 生 を 期 待 す る 樹 木 等 の 種 類 に 応 じ た 陽 光 量 を 確

保する 必 要があ る 。  
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第５章 保育の設計 

 

第１節  総説  

〔解説 〕  
１  治 山 事業に お ける保 育 とは 、保 安林と し て造成 又 は指定 し た森林 が 、所 要の 機

能 を 発 揮 又 は 維 持 し て い く た め に 必 要 な 作 業 を 樹 木 の 個 々 あ る い は 森 林 に 対 し

て行う こ とであ る 。  
 
２  ・  ３  （略 ）  
 
第２節 保育の工種  （略）  
２－１ 補植  

２－１ － １  補 植 の目的  

〔解説 〕  
 補植 と は、何ら かの原 因 によっ て 樹木が 枯 死した 場 合等に 、その空 間 を埋め る た

めに植 栽 を行う こ とであ る 。  
 
２－１ － ２  補 植 の方法 、 時期等  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  新 植 地にお け る補植 は 、新 植後 あまり 期 間を空 け ず行う こ とが良 い 。長 期間 を

経過し た 後の補 植 は、補植 した樹 木 の成長 が 追いつ か ず、整備 方針に 適 合した 林

型が形 成 されな く なるの で 、原則 と して植 栽 後１～ ２ 年の間 に 行うこ と が良い 。

補植に 用 いる苗 木 は、新植 時に用 い たもの よ り樹齢 が １～２ 年 高い 、形 状の大 き

なもの と するこ と が望ま し い。  
 
２－２ 下刈り  

２－２ － １  下 刈 りの目 的  

〔解説 〕  
１  植 栽 を行っ た 林地は、植栽に 先 立つ地 拵 えによ っ て雑草 木 が除去 さ れてい る の

で、植栽 直後は 樹 木の生 育 に必要 な 陽光を 摂 取でき る が、雑草 木の成 長 は一般 に

植栽木 よ り早い た めに、 そ れに被 圧 されて 生 育が阻 害 される こ とが少 な くない 。

下刈り は 、こう し た事態 を 回避す る ために 行 うもの で ある。  
 
２  反 面 、雑草木 の存在 は 地温、気 温の昼 夜 の較差 を 小さく し 、地表面 への日 射 量

や風速 を 和らげ 、降雨に よ る地表 の 有機物 や 表土の 流 亡を抑 え る等の 役 割を果 た

してい る 。したが って、下 刈りに 当 たって は 、雑草木 による 植 裁木の 保 護効果 を

第５章 保育の設計 

 

第１節  総説  

〔解説 〕  
１  治 山 事 業 に お け る 保 育 と は 、 保 安 林 と し て 造 成 ま た は 指 定 し た 森 林 が 、 所 要 の

機 能 を 発 揮 又 は 維 持 し て 行 く た め に 必 要 な 作 業 を 樹 木 の 個 々 あ る い は 森 林 に 対 し

て行う こ とであ る 。  
 
２  ・  ３  （略 ）   
 
第２節 保育の工種  （略）  
２－１ 補植  

２－１ － １  補 植 の目的  

〔解説 〕  
 補 植 と は 、 な ん ら か の 原 因 に よ っ て 樹 木 が 枯 死 し た 場 合 等 に 、 そ の 空 間 を 埋 め る

ために 植 栽を行 う ことで あ る。  
 
２－１ － ２  補 植 の方法 、 時期等  

〔解説 〕  
１  ・  ２  （略 ）  
 
３  新 植 地 に お け る 補 植 は 、 新 植 後 あ ま り 期 間 を あ け ず 行 う こ と が よ い 。 長 期 間 を

経 過 し た 後 の 補 植 は 、 補 植 し た 樹 木 の 生 長 が 追 い つ か ず 、 整 備 方 針 に 適 合 し た 林

型 が 形 成 さ れ な く な る の で 、 原 則 と し て 植 栽 後 １ ～ ２ 年 の 間 に 行 う こ と が よ い 。

補 植 に 用 い る 苗 木 は 、 新 植 時 に 用 い た も の よ り 樹 令 が １ ～ ２ 年 高 い 、 形 状 の 大 き

なもの と するこ と が望ま し い。  
 
２－２ 下刈り  

２－２ － １  下 刈 りの目 的  

〔解説 〕  
１  植 栽 を 行 っ た 林 地 は 、 植 栽 に 先 立 つ 地 拵 え に よ っ て 雑 草 木 が 除 去 さ れ て い る の

で 、 植 栽 直 後 は 樹 木 の 成 育 に 必 要 な 陽 光 を 摂 取 で き る が 、 雑 草 木 の 成 長 は 一 般 に

植 栽 木 よ り 早 い た め に 、 そ れ に 被 圧 さ れ て 成 育 が 阻 害 さ れ る こ と が 少 な く な い 。

下刈り は 、こう し た事態 を 回避す る ために 行 うもの で ある。  
 
２  反 面 、 雑 草 木 の 存 在 は 地 温 、 気 温 の 昼 夜 の 較 差 を 小 さ く し 、 地 表 面 へ の 日 射 量

や 風 速 を 和 ら げ 、 降 雨 に よ る 地 表 の 有 機 物 や 表 土 の 流 亡 を 押 さ え る 等 の 役 割 を 果

た し て い る 。 し た が っ て 、 下 刈 り に 当 た っ て は 、 雑 草 木 に よ る 植 裁 木 の 保 護 効 果
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考慮し 、地形 、気 象等の 条 件に応 じ た下刈 り の方法 、その継 続 期間 、回 数等を 検

討する こ とが必 要 である 。  
 
２－２ － ２  下 刈 りの方 法  

〔解説 〕  
１  下 刈 りは 、対 象地を 全 面にわ た って刈 り 払うか 、部分的 に 刈り払 う かによ っ て、

全刈り 、 筋刈り 、 坪刈り に 分けら れ る。  
 
２  下 刈 りの方 法 の選択 に 当たっ て は、樹 種 の性質 、 植栽木 の 配置や 数 量のほ か 、

刈 り 払 い に よ っ て 生 じ る 植 栽 木 へ の 影 響 や 土 地 保 全 上 の 問 題 点 等 も 総 合 し て 検

討する こ とが必 要 であり 、 概ね次 を 目安と す る。  
 

表５－ １  下刈 り の方法 と 適用  

方  法  内    容  適 用 の 標 準  
全 刈 り  
 
 
 

全 面 的 に 雑 草 木 を
刈 り 払 う  
 
 

植 栽 樹 種 が 被 圧 に 弱 い 場 合  
サ サ 等 の 地 下 茎 を 持 つ 植 物 が 多 い 場 合  
寒 風 等 の 気 象 害 や 表 土 の 流 亡 等 が 発 生 す る お そ れ が 少 な い 場 合  
野 鼠 等 の 生 息 を 抑 制 す る 必 要 が あ る 場 合  

筋 刈 り  
 
 

植 栽 木 の 植 栽 列 に
沿 っ て 一 定 の 幅 を
刈 り 払 う  

比 較 的 被 圧 に 強 い 樹 種 の 場 合  
雑 草 木 の 量 が 比 較 的 少 な い 場 合  
寒 風 等 の 気 象 害 や 表 土 の 流 亡 等 に 配 慮 す る 必 要 が あ る 場 合  

坪 刈 り  
 
 

植 栽 木 の 周 辺 の み
を 方 形 又 は 円 形 に
刈 り 払 う  

風 衝 、 寒 風 、 雪 崩 な ど か ら 植 栽 木 又 は 林 地 を 保 護 す る 必 要 が あ る 場 合  
表 土 の 流 亡 等 を 阻 止 す る 必 要 が あ る 場 合  
雑 草 木 の 量 が 少 な く 、 目 的 と す る 樹 木 が 被 圧 に 強 い 場 合  

 
２－２ － ３  （ 略 ）  

 
２－３ 刈出し  

２－３ － １  （ 略 ）  

 

２－３ － ２  刈 出 しの方 法  

〔解説 〕  
１  刈 り 払いの 対 象とす る 植物は 、主とし て ササな ど である が 、サ サは 刈り払 う 面

積が広 い ほど 、ま た刈る 位 置が低 い ほど 、回 復が遅 れ るので 全 刈りが 最 も効果 が

高い。  
 
２  筋 刈 り、坪刈 りの場 合 、刈り取 る幅 (径 )が小さ い と、両側 からサ サ や雑草 木 が

被って く るため、効果が 小 さくな る 。したが って刈 り 払いの 範 囲は、極 力広く す

ること が 望まし く 、サ サの 場合に は 、少 なく ともサ サ の高さ の ３～４ 倍 の広さ を

対象と す るよう に する。  
 
 

を 考 慮 し 、 地 形 、 気 象 等 の 条 件 に 応 じ た 下 刈 り の 方 法 、 そ の 継 続 期 間 、 回 数 等 を

検討す る ことが 必 要であ る 。  
 
２－２ － ２  下 刈 りの方 法  

〔解説 〕  
１  下 刈 り は 、 対 象 地 を 全 面 に わ た っ て 刈 払 う か 、 部 分 的 に 刈 払 う か に よ っ て 、 全

刈り、 筋 刈り、 坪 刈りに 分 けられ る 。  
 
２  下 刈 り の 方 法 の 選 択 に 当 た っ て は 、 樹 種 の 性 質 、 植 栽 木 の 配 置 や 数 量 の ほ か 、

刈 り 払 い に よ っ て 生 じ る 植 栽 木 へ の 影 響 や 土 地 保 全 上 の 問 題 点 等 も 総 合 し て 検 討

するこ と が必要 で あり、 お おむね 次 を目安 と する。  
 

表５－ １  下刈 り の方法 と 適用  

方  法  内    容  適 用 の 標 準  
全 刈 り  
 
 
 

全 面 的 に 雑 草 木 を
刈 り 払 う  
 
 

植 栽 樹 種 が 被 圧 に 弱 い 場 合  
サ サ 等 の 地 下 茎 を 持 つ 植 物 が 多 い 場 合  
寒 風 等 の 気 象 害 や 表 土 の 流 亡 等 が 発 生 す る お そ れ が 少 な い 場 合  
野 鼠 等 の 生 息 を 抑 制 す る 必 要 が あ る 場 合  

筋 刈 り  
 
 

植 栽 木 の 植 栽 列 に
沿 っ て 一 定 の 幅 を
刈 り 払 う  

比 較 的 被 圧 に 強 い 樹 種 の 場 合  
雑 草 木 の 量 が 比 較 的 少 な い 場 合  
寒 風 等 の 気 象 害 や 表 土 の 流 亡 等 に 配 慮 す る 必 要 が あ る 場 合  

坪 刈 り  
 
 

植 栽 木 の 周 辺 の み
を 方 形 ま た は 円 形
に 刈 り 払 う  

風 衝 、寒 風 、雪 崩 な ど か ら 植 栽 木 ま た は 林 地 を 保 護 す る 必 要 が あ る 場 合  
表 土 の 流 亡 等 を 阻 止 す る 必 要 が あ る 場 合  
雑 草 木 の 量 が 少 な く 、 目 的 と す る 樹 木 が 被 圧 に 強 い 場 合  

 
２－２ － ３  （ 略 ）  
 
２－３ 刈出し  

２－３ － １  （ 略 ）  

 

２－３ － ２  刈 出 しの方 法  

〔解説 〕  
１  刈 り 払 い の 対 象 と す る 植 物 は 、 主 と し て サ サ な ど で あ る が 、 サ サ は 刈 払 う 面 積

が 広 い ほ ど 、 ま た 刈 る 位 置 が 低 い ほ ど 、 回 復 が 遅 れ る の で 全 刈 り が 最 も 効 果 が 高

い。  
 
２  筋 刈 り、坪刈 りの場 合 、刈取る 幅 (径 )が 小さい と 、両側か らササ や 雑草木 が 被っ

て く る た め 、 効 果 が 小 さ く な る 。 し た が っ て 刈 払 い の 範 囲 は 、 極 力 広 く す る こ と

が 望 ま し く 、 サ サ の 場 合 に は 、 少 な く と も サ サ の 高 さ の ３ ～ ４ 倍 の 広 さ を 対 象 と

するよ う にする 。  
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２－３ － ３  刈 出 しの期 間 、回数 、 時期  

〔解説 〕  

１  （ 略 ）  

 

２  刈 出 しの期 間 及び回 数 は、稚樹 の成長 と ササ等 の 回復力 (生育状 態 )との関 係で

決まる 。  

  稚 樹 の生育 は 樹種に よ って異 な るが、ブ ナの場 合 は発生 後 ３年か ら ８年の 間 に

１～２ 回 の刈出 し を行う の が適切 で あると さ れてい る 。  

  サ サ の回復 力 は種類 に よって 異 なり、チ シマザ サ 等の大 型 のもの は 回復力 が 弱

いため に 、回数 (年数 )は 少なく て 済む。ミ ヤコザ サ は背丈 が 低いが、回復力 は サ

サ類の 中 で最も 強 く、刈っ た翌年 に は半量 程 度が再 生 し、２～ ３年で ほ ぼ  100％

が回復 し てしま う ので 、多 くの回 数 が必要 で ある 。ク マザサ 等 中型の 種 類はチ シ

マザサ と ミヤコ ザ サの中 間 的な性 質 を持ち 、一度刈 り 払った 後 はおよ そ ６～８ 年

で元の 状 態に戻 る 。  

 

３  （ 略 ）  

 
２－４ 除伐  

２－４ － １  （ 略 ）  
 
２－４ － ２  除 伐 の方法  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  除 伐 の対象 木 は、植栽 樹種又 は 天然下 種 による 樹 種のみ に よる成 林 が可能 、又

はそれ を 目標と す る林分 に おいて は 、侵入木 、萌芽木 、及び形 質等が 不 良でか つ

他の生 育 に支障 と なる植 栽 木を伐 採 するが 、植栽樹 種 に加え 、保安林 の 機能の 発

揮に有 益 な侵入 木 、保残木 、萌芽木 が成立 し ている 林 分の場 合 には、植 栽木の 生

育に支 障 となら な い樹木 は 残すこ と が良い 。  
 
３  （ 略 ）  
 
２－４ － ３  除 伐 の回数 等  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  １ 回 目の除 伐 は林分 が うっ閉 す る頃に 行 い、２回 目は必 要 が生じ た 場合に 実 施

する 。通 常はう っ 閉する 頃 に行え ば 、そ の後 におけ る 雑木等 の 侵入や 萌 芽発生 は

少なく、それ以 降 の除伐 の 必要性 は 少ない。２回目 の 除伐は、植栽木 と 雑木等 の

２－３ － ３  刈 出 しの期 間 、回数 、 時期  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  

 

２  刈 出 し の 期 間 及 び 回 数 は 、 稚 樹 の 成 長 と サ サ 等 の 回 復 力 (生 育 状 態 )と の 関 係 で

決まる 。  

  稚 樹 の 成 育 は 樹 種 に よ っ て 異 な る が 、 ブ ナ の 場 合 は 発 生 後 ３ 年 か ら ８ 年 の 間 に

１～２ 回 の刈出 し を行う の が適切 で あると さ れてい る 。  

  サ サ の 回 復 力 は 種 類 に よ っ て 異 な り 、 チ シ マ ザ サ 等 大 型 の も の は 回 復 力 が 弱 い

た め に 、 回 数 (年 数 )は 少 な く て 済 む 。 ミ ヤ コ ザ サ は 背 丈 が 低 い が 、 回 復 力 は サ サ

類 の 中 で 最 も 強 く 、 刈 っ た 翌 年 に は 半 量 程 度 が 再 生 し 、 ２ ～ ３ 年 で ほ ぼ  100％ が

回 復 し て し ま う の で 、 多 く の 回 数 が 必 要 で あ る 。 ク マ ザ サ 等 中 型 の 種 類 は チ シ マ

ザ サ と ミ ヤ コ ザ サ の 中 間 的 な 性 質 を 持 ち 、 一 度 刈 り 払 っ た 後 は お よ そ ６ ～ ８ 年 で

元の状 態 に戻る 。  

 

３  （ 略 ）  

 
２－４ 除伐  

２－４ － １  （ 略 ）  
 
２－４ － ２  除 伐 の方法  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  除 伐 の 対 象 木 は 、 植 栽 樹 種 又 は 天 然 下 種 に よ る 樹 種 の み に よ る 成 林 が 可 能 、 又

は そ れ を 目 標 と す る 林 分 に お い て は 、 侵 入 木 、 萌 芽 木 、 及 び 形 質 等 が 不 良 で か つ

他 の 生 育 に 支 障 と な る 植 栽 木 を 伐 採 す る が 、 植 栽 樹 種 に 加 え 、 保 安 林 の 機 能 の 発

揮 に 有 益 な 侵 入 木 、 保 残 木 、 萌 芽 木 が 成 立 し て い る 林 分 の 場 合 に は 、 植 栽 木 の 生

育に支 障 となら な い樹木 は 残すこ と がよい 。  
 
３  （ 略 ）  
 
２－４ － ３  除 伐 の回数 等  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  １ 回 目 の 除 伐 は 林 分 が う っ 閉 す る こ ろ に 行 い 。 ２ 回 目 は 必 要 が 生 じ た 場 合 に 実

施 す る 。 通 常 は う っ 閉 す る こ ろ に 行 え ば 、 そ の 後 に お け る 雑 木 等 の 侵 入 や 萌 芽 発

生 は 少 な く 、 そ れ 以 降 の 除 伐 の 必 要 性 は 少 な い 。 ２ 回 目 の 除 伐 は 、 植 栽 木 と 雑 木
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競合の 激 しくな っ た場合 に 実施す る 。  
 
３  （ 略 ）  
 
２－５ つる切り  

２－５ － １  つ る 切りの 目 的  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  つ る 類は 、そ れ自身 で は立ち 上 がれず 、樹木等 に 巻きつ い て上方 で 葉を茂 ら せ

て生き る 性質の 植 物であ る 。つ るに 巻きつ か れた樹 木 は、樹幹 にねじ れ やくび れ

等を生 じ 、ある い はその 締 め付け に よって 同 化物質 の 下降が 妨 げられ て 枯死す る

場合が あ る。  
  ま た 、つ る植 物が樹 木 を覆っ て 上方で 繁 茂する と 、樹 木は 十分な 陽 光を得 ら れ

ないた め に正常 な 成長が 妨 げられ 、 甚だし い 場合に は 枯死に 至 る。  
  し た がって 、これを 除 去する こ とは 、樹 木等の 健 全な生 育 を期待 す る上で 重 要

なこと で ある。  
 
２－５ － ２  つ る 切りの 方 法、時 期  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  つ る 切りの 方 法には、刃物等 で 切断す る 切離し 法 、薬剤を 注入、塗 布又は 散 布

する薬 剤 処理法、掘り取 り 法など が ある。ま たクズ 等 に対し て は、この ほかに 実

生の引 抜 き、切 り 株への 糸 状菌や 特 殊の植 物 種子を 播 く生物 的 防除法 も 考案さ れ

ている 。  
 
３  一 般 的に用 い られる 方 法は 、切 離し法 で ある 。ク ズのよ う に途中 か ら根を 出 し

ながら 成 長する 植 物は 、一 部を切 っ てもな か なか枯 死 しない の で、薬品 を注入 す

る等の 方 法を取 る のが効 果 的であ る 。  
 
４  （ 略 ）  
 
２－６ 本数調整伐  

２－６ － １  本 数 調整伐 の 目的  

〔解説 〕  
 本数 調 整伐は 、森林全 体 の健全 な 成長を 図 るため 、育成単 層 林及び 育 成複層 林 の

下木の う ち不要 な 樹木を 伐 採する も のであ る 。  
 これ に よって 保 残木の 個 体の生 育 を促す と ともに 、林内 、林 床に適 度 の陽光 を 入

等の競 合 の激し く なった 場 合に実 施 する。  
 
３  （ 略 ）  
 
２－５ つる切り  

２－５ － １  つ る 切りの 目 的  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  つ る 類 は 、 そ れ 自 身 で は 立 ち 上 が れ ず 、 樹 木 等 に 巻 き つ い て 上 方 で 葉 を 茂 ら せ

て 生 き る 性 質 の 植 物 で あ る 。 つ る に 巻 き つ か れ た 樹 木 は 、 樹 幹 に ね じ れ や く び れ

等 を 生 じ 、 あ る い は そ の 締 め 付 け に よ っ て 同 化 物 質 の 下 降 が 妨 げ ら れ て 枯 死 す る

場合が あ る。  
  ま た 、 つ る 植 物 が 樹 木 を 覆 っ て 上 方 で 繁 茂 す る と 、 樹 木 は 充 分 な 陽 光 を 得 ら れ

ないた め に正常 な 成長が 妨 げられ 、 甚だし い 場合に は 枯死に 至 る。  
  し た が っ て 、 こ れ を 除 去 す る こ と は 、 樹 木 等 の 健 全 な 生 育 を 期 待 す る う え で 重

要なこ と である 。  
 
２－５ － ２  つ る 切りの 方 法、時 期  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  つ る 切 り の 方 法 に は 、 刃 物 等 で 切 断 す る 切 離 し 法 、 薬 剤 を 注 入 、 塗 布 ま た は 散

布 す る 薬 剤 処 理 法 、 掘 り 取 り 法 な ど が あ る 。 ま た ク ズ 等 に 対 し て は 、 こ の ほ か に

実 生 の 引 抜 き 、 切 り 株 へ の 糸 状 菌 や 特 殊 の 植 物 種 子 を 蒔 く 生 物 的 防 除 法 も 考 案 さ

れてい る 。  
 
３  一 般 的 に 用 い ら れ る 方 法 は 、 切 離 し 法 で あ る 。 ク ズ の よ う に 途 中 か ら 根 を 出 し

な が ら 成 長 す る 植 物 は 、 一 部 を 切 っ て も な か な か 枯 死 し な い の で 、 薬 品 を 注 入 す

る等の 方 法をと る のが効 果 的であ る 。  
 
４  （ 略 ）  
 
２－６ 本数調整伐  

２－６ － １  本 数 調整伐 の 目的  

〔解説 〕  
 本 数 調 整 伐 は 、 森 林 全 体 の 健 全 な 成 長 を 図 る た め 、 育 成 単 層 林 及 び 育 成 複 層 林 の

下木の う ち不要 な 樹木を 伐 採する も のであ る 。  
 こ れ に よ っ て 保 残 木 の 個 体 の 成 育 を 促 す と と も に 、 林 内 、 林 床 に 適 度 の 陽 光 を 入
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れて 、林 床植生 の 生育促 進 を図り 、土壌緊 縛 力及び 地 表侵食 の 防止効 果 を向上 さ せ

ること が できる 。  
 
２－６ － ２  本 数 調整伐 の 方法  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  傾 斜 が急な 区 域や林 床 植生が 少 ない区 域 におい て は、一度 に強度 の 本数調 整 伐

を行う と 地表侵 食 や風倒 を 起こす 危 険性が あ るので 、数回に 分 けて行 い 、少 しず

つ光量 を 増やし て 下草や 低 木の生 育 を促す 等 の配慮 が 必要で あ る。下 層 に陰性 の

樹種が 成 立して い る場合 も 、一度 に 光量を 増 やすと 陰 性の樹 種 が枯死 す る危険 性

が高い 。  
 
２－６ － ３  本 数 調整伐 の 時期、 回 数  

〔解説 〕  
 本数 調 整伐は、除伐の 段 階以後 に 行う保 育 作業で あ るので、その時 期 は、一般 的

には 、植 栽木の 場 合はⅣ ～ Ⅴ齢級 以 上、天然 下種に よ る樹木 に おいて は Ⅴ齢級 程 度

以降を 目 安とす る 。  
 
２－７ （略）  

 
２－８ 枝落し  

２－８ － １  枝 落 しの目 的  

〔解説 〕  
 枝落 し は、樹木 の枝を 落 とす作 業 である 。その実 施 は、林内 、地 床に 適量の 陽 光

を入れ て 、林床 植 生の生 育 促進に よ る地表 侵 食の防 止 を図る も のであ る 。  
 
２－８ － ２  枝 落 しの方 法 、密度  

〔解説 〕  
 枝落 し の方法 、密度は 本 編第４ 章 第５節 ５ －２－ ２「枝落 し の方法 、密度」に準

するも の とする 。  
 
２－８ － ３  （ 略 ）  
 

２－９  追肥  

２－９ － １  追 肥 の目的  

〔解説 〕  
 治山 事 業によ る 森林造 成 は、土 壌 条件が 劣 悪な箇 所 を対象 と して行 う ことが 多 い

ため、樹 木の旺 盛 な生育 を 期待で き ない場 合 が少な く ない。こ のため 、植栽に 当 た

れ て 、 林 床 植 生 の 生 育 促 進 を 図 り 、 土 壌 緊 縛 力 及 び 地 表 浸 食 の 防 止 効 果 を 向 上 さ せ

ること が できる 。  
 
２－６ － ２  本 数 調整伐 の 方法  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  
 
２  傾 斜 が 急 な 区 域 や 林 床 植 生 が 少 な い 区 域 に お い て は 、 一 度 に 強 度 の 本 数 調 整 伐

を 行 う と 地 表 浸 食 や 風 倒 を 起 こ す 危 険 性 が あ る の で 、 数 回 に 分 け て 行 い 、 少 し ず

つ 光 量 を 増 や し て 下 草 や 低 木 の 生 育 を 促 す 等 の 配 慮 が 必 要 で あ る 。 下 層 に 陰 性 の

樹 種 が 成 立 し て い る 場 合 も 、 一 度 に 光 量 を 増 や す と 陰 性 の 樹 種 が 枯 死 す る 危 険 性

が高い 。  
 
２－６ － ３  本 数 調整伐 の 時期、 回 数  

〔解説 〕  
 本 数 調 整 伐 は 、 除 伐 の 段 階 以 後 に 行 う 保 育 作 業 で あ る の で 、 そ の 時 期 は 、 一 般 的

には、植 栽木の 場 合はⅣ ～ Ⅴ令級 以 上、天 然 下種に よ る樹木 に おいて は 20～ 25 年 程

度以降 を 目安と す る。  
 
２－７ （略）  

 
２－８ 枝落し  

２－８ － １  枝 落 しの目 的  

〔解説 〕  
 枝 落 し は 、 樹 木 の 枝 を 落 す 作 業 で あ る 。 そ の 実 施 は 、 林 内 、 地 床 に 適 量 の 陽 光 を

入れて 、 林床植 生 の生育 促 進によ る 地表浸 食 の防止 を 図るも の である 。  
 
２－８ － ２  枝 落 しの方 法 、密度  

〔解説 〕  
 枝落 し の方法 、密度は 本 編第４ 章 第５節 植 生準備 工 ５－２ － ２「枝 落 としの 方 法、

密度」 に 準する も のとす る 。  
 
２－８ － ３  （ 略 ）  
 
２－９ 追肥  

２－９ － １  追 肥 の目的  

〔解説 〕  
 治 山 事 業 に よ る 森 林 造 成 は 、 土 壌 条 件 が 劣 悪 な 箇 所 を 対 象 と し て 行 う こ と が 多 い

た め 、 樹 木 の 旺 盛 な 生 育 を 期 待 で き な い 場 合 が 少 な く な い 。 こ の た め 、 植 栽 に あ た
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って施 肥 を行う こ とが一 般 に行わ れ ている が 、土 壌が 瘠悪な 場 合には 、流亡や 植 物

による 吸 収等に よ り植栽 後 比較的 早 い段階 に おいて 、養分の 欠 乏を呈 す るよう に な

る。追 肥 は、こ う した状 況 を改善 す るため に 行うも の で、こ れ によっ て 地力の 向 上

と植物 の 活力の 回 復を期 待 するこ と ができ る 。  
 
２－９ － ２  追 肥 の方法 等  

〔解説 〕  
１  施 肥 の方法 に は、植穴 底投入、３ヶ所 点 状、半円 溝状、地 表ばら 播 き等が あ る。 
  こ の うち 、植 穴底投 入 と３ヶ 所 点状は 植 栽時に 用 いられ る 方法で 、追肥に お い

ては半 円 溝状又 は 地表ば ら 播きに よ ること が 効果的 で ある。  
 
２  ・  ３  （略 ）   
 
２－10 根踏み  

２－ 10－ １  （ 略 ）  

 
２－ 10－ ２  根 踏 みの方 法 、時期  

〔解説 〕  
 根踏 み の方法 は 、１ 本ご とに倒 伏 を修正 し ながら 根 浮きの 度 合いを 確 かめて 、根

元を十 分 に踏み つ ける 。踏 みつけ る ときに 、植栽時 の ように 苗 木を上 に 引っ張 る 必

要はな く 、根元 を 踏むだ け でよい 。  
 根踏 み の時期 に ついて は 、消雪 後 早いほ ど よく、 消 雪後 20 日以内 が 望まし い 。  
 
２－11 雪起し  

２－ 11－ １  （ 略 ）  

 
２－ 11－ ２  雪 起 しの方 法 、時期 等  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  

 

２  小 苗 による 植 栽の場 合 、植栽後 数年間 は 、樹木の 幹の立 ち 直りが 早 いので、雪

起 し の 必 要 は 少 な い 。 し か し 、 あ る 程 度 の 高 さ (1.5～ 2.0ｍ 、 植 え て か ら ３ 年 目

頃 )に な る と 、 立 ち 直 り が 鈍 く な る の で 、 雪 起 し は 、 そ の 時 期 を 始 期 、 根 系 が 発

達して 根 元が固 定 する時 期 (樹種、立地条 件 、成 長量 によっ て 異なる )を終期 と し

て、必 要 に応じ て 継続的 に 実施す る 。  

 

３  （ 略 ）  
 
 

っ て 施 肥 を 行 う こ と が 一 般 に 行 わ れ て い る が 、 土 壌 が 瘠 悪 な 場 合 に は 、 流 亡 や 植 物

に よ る 吸 収 等 に よ り 植 栽 後 比 較 的 早 い 段 階 に お い て 、 養 分 の 欠 乏 を 呈 す る よ う に な

る 。 追 肥 は 、 こ う し た 状 況 を 改 善 す る た め に 行 う も の で 、 こ れ に よ っ て 地 力 の 向 上

と植物 の 活力の 回 復を期 待 するこ と ができ る 。  
 
２－９ － ２  追 肥 の方法 等  

〔解説 〕  
１  施 肥 の方法 に は、植 穴 底投入 、３ヶ所 点 状、半 円 溝状、地 表ばら 播 き等が あ る。 
  こ の う ち 、 植 穴 底 投 入 と ３ ヶ 所 点 状 は 植 栽 時 に 用 い ら れ る 方 法 で 、 追 肥 に お い

ては半 円 溝状ま た は地表 ば ら播き に よるこ と が効果 的 である 。  
 
２  ・  ３  （略 ）  
 
２－10 根踏み  

２－ 10－ １  （ 略 ）  

 
２－ 10－ ２  根 踏 みの方 法 、時期  

〔解説 〕  
 根 踏 み の 方 法 は 、 １ 本 ご と に 倒 伏 を 修 正 し な が ら 根 浮 き の 度 合 い を 確 か め て 、 根

元 を 充 分 に 踏 み つ け る 。 踏 み つ け る と き に 、 植 栽 時 の よ う に 苗 木 を 上 に 引 っ 張 る 必

要はな く 、根元 を 踏むだ け でよい 。  
 根踏 み の時期 に ついて は 、消雪 後 早いほ ど よく、 消 雪後 20 日以内 が 望まし い 。  
 
２－11 雪起し  

２－ 11－ １  （ 略 ）  
 
２－ 11－ ２  雪 起 しの方 法 、時期 等  

〔解説 〕  
１  （ 略 ）  

 

２  小 苗 に よ る 植 栽 の 場 合 、 植 栽 後 数 年 間 は 、 樹 木 の 幹 の 立 ち 直 り が 早 い の で 、 雪

起しの 必 要は少 な い。しか し、ある 程度の 高 さ (1.5～ 2.0ｍ、植 えてか ら ３年目 頃 )

に な る と 、 立 ち 直 り が に ぶ く な る の で 、 雪 起 し は 、 そ の 時 期 を 始 期 、 根 系 が 発 達

して根 元 が固定 す る時期 (樹種、立 地条件 、生長量 に よって 異 なる )を 終期と し て、

必要に 応 じて継 続 的に実 施 する。  

 

３  （ 略 ）  
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２－12 病虫害防除  

２－ 12－ １  （ 略 ）  
 

２－ 12－ ２  病 虫 害防除 の 方法、 時 期  

〔解説 〕  
１  病 害 の種類 (原因 )を 大別す る と、カ ビ 、バク テ リア、 ウ イルス が ある。  
  虫 害 は昆虫 類 による も ので、 直 接的な 害 として は 食害、 樹 液吸収 害 がある 他 、

間接的 に はウイ ル スを媒 介 したり 他 の害虫 類 を運搬 し 、病 菌 、害虫の 範 囲を広 め

る等の 役 目を果 た すこと が あげら れ る。  
 
２  病 虫 害は 、種 類によ っ てそれ ぞ れ被害 状 態が異 な るので 、被害が 発 見され た ら

原因を 調 査して 、 種類に 応 じた適 切 な処置 を 取るこ と が必要 で ある。  
  な お 、病虫 害 の種類 と 受害樹 種 とは密 接 な関係 が あるこ と も多く 、 このた め 、

特定の 病 虫害は 特 定の樹 種 に発生 す る頻度 が 高い。  
３  病 虫 害を受 け た場合 の 処理方 法 として は 、捕 殺、こも巻 き 、焼 却、農薬散 布 等

がある 。 農薬に は 殺菌剤 、 殺虫剤 、 殺線虫 剤 などの 種 類があ る 。  
  予 防 方法と し ては 、耐 病虫害 性 樹種の 使 用、抵抗 力を増 強 させる た めの肥 培 管

理等が あ る。  
 
４  農 薬 散布は 、林内に 生 息する 無 害な昆 虫 や小動 物 類、とき には周 辺 の人畜 や 水

質等に も 影響を 及 ぼすこ と がある の で、これ を実施 す る場合 は 、散 布方 法、範囲 、

実施時 期 、時間 、 風向等 に ついて 、 十分な 検 討と配 慮 をする こ とが必 要 である 。  
 
２－13 獣害防除  

２－ 13－ １  獣 害 防除の 目 的  

〔解説 〕  
１  獣 害 は獣類 の 生息活 動 に伴っ て 植栽木 等 が傷つ け られ、成 長が阻 害 される も の

で、甚し い場合 に は枯死 に 至るな ど 、整備方 針に適 合 した林 型 を形成、維持さ せ

る上で 、大きな 障 害とな る 。獣 害防 除は 、こ うした 事 態を回 避 するた め 、樹 木を

防護す る ための 対 策を講 じ て、森 林 の健全 な 生育を 促 進する も のであ る 。  
 
２  （ 略 ）  
 
２－ 13－ ２  獣 害 防除の 方 法  

〔解説 〕  
１  樹 木 に害を 与 える可 能 性が大 き い主な 獣 類は 、シ カ、ノネ ズミ 、ク マ、カモ シ

カ、ノウ サギ等 で ある。中 でもシ カ の生息 数 の増加 や 生育域 の 拡大に よ り、シカ

による 被 害が増 加 してい る 。  
 

２－12 病虫害防除  

２－ 12－ １  （ 略 ）  
 

２－ 12－ ２  病 虫 害防除 の 方法、 時 期  

〔解説 〕  
１  病 害 の種類 (原 因 )を大別 すると 、 カビ、 バ クテリ ア 、ビ－ ル スがあ る 。  
  虫 害 は 昆 虫 類 に よ る も の で 、 直 接 的 な 害 と し て は 食 害 、 樹 液 吸 収 害 が あ る 他 、

間 接 的 に は ビ － ル ス を 媒 介 し た り 他 の 害 虫 類 を 運 搬 し 、 病 菌 、 害 虫 の 範 囲 を 広 め

る等の 役 目を果 た すこと が あげら れ る。  
 
２  病 虫 害 は 、 種 類 に よ っ て そ れ ぞ れ 被 害 状 態 が 異 な る の で 、 被 害 が 発 見 さ れ た ら

原因を 調 査して 、 種類に 応 じた適 切 な処置 を とるこ と が必要 で ある。  
  な お 、 病 虫 害 の 種 類 と 受 害 樹 種 と は 密 接 な 関 係 が あ る こ と も 多 く 、 こ の た め 、

特定の 病 虫害は 特 定の樹 種 に発生 す る頻度 が 高い。  
３  病 虫 害 を 受 け た 場 合 の 処 理 方 法 と し て は 、 捕 殺 、 こ も 巻 き 、 焼 却 、 農 薬 散 布 等

がある 。 農薬に は 殺菌剤 、 殺虫剤 、 殺線虫 材 などの 種 類があ る 。  
  予 防 方 法 と し て は 、 耐 病 虫 害 性 樹 種 の 使 用 、 抵 抗 力 を 増 強 さ せ る た め の 肥 培 管

理等が あ る。  
 
４  農 薬 散 布 は 、 林 内 に 生 息 す る 無 害 な 昆 虫 や 小 動 物 類 、 と き に は 周 辺 の 人 畜 や 水

質等に も 影響を 及 ぼすこ と がある の で、これ を実施 す る場合 は 、散 布方 法、範囲 、

実施時 期 、時間 、 風向等 に ついて 、 充分な 検 討と配 慮 をする こ とが必 要 である 。  
 
２－13 獣害防除  

２－ 13－ １  獣 害 防除の 目 的  

〔解説 〕  
１  獣 害 は 獣 類 の 生 息 活 動 に 伴 っ て 植 栽 木 等 が 傷 つ け ら れ 、 成 長 が 阻 害 さ れ る も の

で 、 甚 し い 場 合 に は 枯 死 に 至 る な ど 、 整 備 方 針 に 適 合 し た 林 型 を 形 成 、 維 持 さ せ

る う え で 、 大 き な 障 害 と な る 。 獣 害 防 除 は 、 こ う し た 事 態 を 回 避 す る た め 、 樹 木

を防護 す るため の 対策を 講 じて、 森 林の健 全 な成育 を 促進す る もので あ る。  
 
２  （ 略 ）  
 
２－ 13－ ２  獣 害 防除の 方 法  

〔解説 〕  
１  樹 木 に 害 を 与 え る 可 能 性 が 大 き い 主 な 獣 類 は 、 ネ ズ ミ 、 ノ ウ サ ギ 、 ム サ サ ビ 、

クマ、 シ カ、カ モ シカ、 イ ノシシ 、 リス等 で ある。  
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２  獣 害 は、樹皮 や枝葉 に 対する 食 害が最 も 多い。こ のほか、樹幹部 の 剥皮、損 傷、

種子や 枝 の食害 、 切断、 地 面の掘 返 し等も あ る。  
 
３  獣 害 防除の 方 法には 、防護柵 の 設置や 防 護ネッ ト 等によ る 樹木の 被 覆、薬剤（ 忌

避剤） に よる防 護 等があ る 。  
 
（削る ）  

２  獣 害 は稚樹 ～ 幼令樹 に 多く、そ の内容 は 、樹皮 や 枝葉に 対 する食 害 が最も 多 い。

このほ か 、樹 幹部 の剥被 、損傷 、種 子や枝 の 食害 、切 断、地面 の掘返 し 等もあ る 。 
 
３  獣 害 防 除 の 方 法 に は 、 物 理 的 防 護 法 、 薬 剤 (忌 避 剤 )に よ る 防 護 法 、 植 物 を 利 用

した誘 導 、忌避 に よる防 護 法など が あり、 そ の体系 は 次のよ う に示さ れ る。  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

物 理 的 防 護 法 と は 、 防 護 柵 の 設 置 や 樹 木 に 防 護 ネ ッ ト 等 の 被 覆 を 行 う も の で あ

る。  
薬剤に よ る防護 法 は、樹木 に忌避 剤 を塗布 し 、ま たは それに 浸 したテ ー プを巻 く

ことに よ って樹 木 の味覚 を 落とし 、その効 果 によっ て 防除し よ うとす る のが狙 い で

ある。  
嗜好草 類 の播種 は 、嗜好 度 の高い 牧 草類を 播 種して 餌 場を造 成 し、こ れ を食餌

として 与 えるこ と によっ て 植栽木 の 害の軽 減 を図ろ う とする 方 式であ り 、忌避 木

の植栽 は 逆に動 物 が嫌悪 す る樹種 を 植栽し て 遠ざけ よ うとす る もので あ る。  

附  則  
こ の 通 知 は 令 和 ６ 年 ２ 月 ９ 日 か ら 適 用 す る  




